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は じ め に 

 

平成１２年４月に「介護を国民みんなで支え合う」という考え方のもとに施行

された介護保険制度は、高齢者等の介護が必要な人の尊厳を保持し、その有する

能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう支援することを基本理念と

し、国民の共同連帯のもと高齢者等の暮らしを支え、福祉の増進を図る制度とし

て広く一般に定着してきました。 

こうした中、年々増大する介護給付費や介護人材の確保および処遇改善、デジ

タル化等が課題として挙げられており、現在、社会保障審議会介護保険部会にお

いて令和９年度の介護保険制度改正に向けての検討がされているところです。 

一方、「団塊ジュニア世代」が６５歳以上となる令和２２年(２０４０年)に向け

て、地域包括ケアシステムのさらなる深化・充実と高齢者の地域での生活を支え

ていくため市町が地域の事情を把握して支え合う地域づくりを進めることが求め

られています。 

また、介護サービスの利用者やその家族においては、制度に対する関心や関わ

りが益々高まり、介護保険制度や介護サービスに対しての疑問や不満など様々な

ことが苦情や相談となって現れてくる状況にあると言えます。これら介護サービ

スの苦情や相談については、サービス事業所はもとより、住民に一番身近な市町

が第一次的な窓口として必要な対応を行っているところです。 

国保連合会は、介護保険法第１７６条第３項の規定に基づき、介護サービスに

係る「苦情処理機関」として、「苦情申出」に基づき、サービス提供事業者に対し

ての調査や、必要な指導・助言を行ってきたところですが、今後も、県、市町を

はじめ関係機関と連携を図り、利用者擁護の立場から利用者や家族の介護サービ

スに対する不満や不安の解消と、サービスの質の向上に努めてまいりたいと存じ

ます。 

この度、介護保険制度や介護サービスに関する様々な相談・苦情への対応を支

援することを目的として、市町のご協力のもと相談・苦情事例等を事例集として

取りまとめましたので、今後の相談・苦情処理業務の円滑な事務遂行にご活用い

ただければ幸いです。 

  

令和８年３月 

 

滋賀県国民健康保険団体連合会              
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Ⅰ ．相談・苦情対応の概要  

１．相談・苦情の種類 

市町には、制度に関する問い合わせや介護サービスの利用方法・家庭介護に関する

「相談」と、要介護認定や介護サービス利用中に生じる具体的なトラブル等に起因

する「苦情」があります。 

また、苦情については、市町の行った行政処分に対するものとサービス事業者が行

った介護サービスに対するものなどがあります。 

 
（１）相 談 

主に介護保険サービスの利用方法についての相談などが考えられます。 

 
 
 
 
  
 
 
 

 
○ 相談に関しては、制度や具体的な手続きなどについての説明、あるいは介護

保険制度以外の保健・医療・福祉サービス等、必要と思われる情報提供を行う

とともに適切な窓口等の案内を行います。 

 
（２）苦 情 

主に市町の行う業務（要介護認定や保険給付および保険料に関するもの）とサ

ービス事業者のサービス内容等への苦情などが考えられます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

○ 苦情については、申立人の制度への理解不足等に起因するケースも多いと考

えられ、制度の説明等により理解不足や誤解を解消することも必要です。 

①市町の行う事務に関する苦情 
  ・要介護認定 
  ・保険給付 
  ・保険料の賦課決定および徴収 など 
②サービス事業者に関する苦情 

・サービス内容に関する苦情 
・契約に関する苦情 など 

例） 
  要介護認定申請等の手続き 
  利用できるサービスの種類や内容 

サービス事業者の選定方法   
家庭介護の方法や介護用品の紹介 など 
    

shiga-BV466
スタンプ



内容に応じて、市町、居宅介護支援事業者、サービス事業者、県、国保連合

会等関係機関が相互に連携を図りながら、迅速かつ適切な対応を行い、その解

決を図ります。 

 

・要 介護 認 定 申請 等 の 手 続きに 関 す る 問 合 せ

･保 険料 の 決 定額 や 徴 収 方 法 に 関す る 相 談 ･問 合 せ

・サ ー ビ ス事 業 者 ・サ ー ビス内 容 に 関 す る苦 情

・要 介護 認 定 結果 に関 する 不 服 の 申 立て

・家 庭介 護 の 方法 や 介 護 用品 の 紹 介な ど

相談・苦 情対応の概要図

サ ー ビ スの 利 用 者

市 　　町
相 談 ・苦 情 内 容 の 聞 き 取 り

制 度 ・ 仕 組 み の 説 明

関 係 先 窓 口 紹 介

審 査 請 求 の 教 示

居 宅介 護 支 援 事 業 者

滋 　　賀 　　県

事　業 　者

国 保 連 合 会

滋 賀 県 介 護 保険 審 査 会

認 定 ・ 保 険 料 等 行 政 処 分 へ の 苦 情

資 料に 基 づく 具 体 的 な
経 緯等 の 説 明

サ ー ビ ス 事 業 者 へ の 苦 情

 

 

２．相談・苦情対応の基本的視点 

（１）時間的余裕を持ち、相談者の話をよく聞く 

特に苦情を訴える相談者に関しては、不満や怒りといった感情を自由に表現

できるように配慮します。 

 
（２）相談者の真意の把握 

抱えている問題、相談したい問題が何か、言葉だけでなく表現や動作を含めて

的確に把握する。 

なお、話し方（立ったまま、座る等）にも注意します。 

   

 

サービスの利用者 

 
・ 要介護認定申請等の手続きに関する問い合わせ 

・ 保険料の決定額や徴収方法に関する相談・問合せ 

・ サービス事業者、サービス内容に関する苦情 

・ 要介護認定結果に関する苦情 

・ 家庭介護の方法や介護用品の紹介など 
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（３）一緒に問題の解決を考える 

問題を解決するにはどうすればよいか、他の社会の資源（サービス）を含めて

一緒に考え解決策を導き出していきます。 

 

（４）相談者を支援する 

たらいまわしにしない。 

他の機関に引き継ぐときは、相手方に連絡して事前承諾等を取った上で紹介し

ます。 

 
（５）相談者の不安の解消と丁寧な対応 

相談に関しては、相手にゆったりと安心して話をしてもらうことが重要である

ので、指示的態度や説教などはしません。 

 
（６）秘密の保持 

相談者や利用者及び関係者の秘密を守ります。 

 

３．関係機関とその役割 

（１）市町（保険者） 

相談・苦情の多くが、住民にとって身近な市役所や町役場の窓口に寄せられる

こととなります。 

制度への理解不足や説明不足等による苦情も多く寄せられる中、窓口での説明

がいかに適切に行われるかが重要であり、このことが以降のスムーズな解決へと

繋がります。 

具体的な対応として、介護サービス・介護予防サービスの内容に関するものは、

居宅介護支援事業者や介護サービス事業者への確認などを行い、必要と認める場

合には、改善を要請し、処理困難なケースは、国保連合会との連携を図ります。 

また、地域密着型サービス事業者、地域密着型介護予防サービス事業者及び介

護予防支援事業者に指定基準違反が疑われる場合には、市町が調査することとな

っており、場合によっては「指定取り消し」を行うこととなっています。 

要介護認定など市町の行う事務に関する件については、相談・苦情の内容、状

況を把握、確認した上で、その経緯などを説明しながら解決を目指し、場合によ

っては県に設置された介護保険審査会への審査請求について教示します。 

 

（２）介護サービス事業者 
トラブルが発生した場合には、介護サービス事業者自らが利用者等の苦情に迅

速かつ適切に対応します。 

利用者等からの苦情に基づいて市町、国保連合会が行う調査に協力し、指導・

助言を受けた場合は、これに従って必要な改善を行います。 
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 （３）居宅介護支援事業者 
トラブルが発生した場合には、居宅介護支援事業者自らが利用者等の苦情に迅

速かつ適切に対応するとともに、居宅介護サービス計画に位置付けた指定居宅サ

ービスに関する利用者等からの苦情にも適切に対応を行います。 

利用者等からの苦情に基づいて市町、国保連合会が行う調査に協力し、指導・

助言を受けた場合は、これに従って必要な改善を行います。 

また、利用者等、介護サービス事業者等、市町、国保連合会との連携を図って、

迅速かつ適切な解決に努めます。 

 
（４）県 

サービス提供者に関する苦情に関しては、市町、国保連合会との連携を図りな

がら、必要に応じて介護サービス事業者等に状況を確認し、必要と認める場合は

改善を指導します。 

また、市町の行う要介護認定などの行政処分に対する審査請求に対しては、附

属機関として設置する介護保険審査会で審理を行い、認容、棄却、却下等の裁決

を行います。 

 
（５）国民健康保険団体連合会（国保連合会） 

指定介護サービス（介護予防サービスを含む）に関する相談・苦情に関し、申

立人または市町からの連絡により、苦情処理担当委員がその解決にあたります。 

その際、必要に応じて介護サービス事業者等から書類等の提出を求め、調査員

を現地に派遣し、申立人との面談や介護サービス事業者等の調査を行います。 

必要がある場合は、サービス事業者に対し助言を行い、運営基準違反の恐れが

ある場合などは、県との連携を図ります。 

 

Ⅱ．市町の相談・苦情対応 

１．相談・苦情対応体制 

（１）介護保険制度では、苦情等に係る申し出先は複数規定されており、サービスに

関しては介護サービス事業者が苦情等を受け付ける窓口を設置し、適切に対応す

ることが「運営基準」に示されています。 

しかしながら利用者等にとっては、サービスを受ける立場から直接、事業者に

対して苦情を申し出ることはしにくいと思われます。このため利用者等の権利擁

護と保険事業の実施主体としての保険者の立場から、住民にとって最も身近であ

る市町が苦情対応窓口を設置するとともに、周知に努めるなど相談・苦情等の申

立をしやすい環境づくりと、苦情対応体制の整備を図る必要があります。 

 
（２）介護保険制度では、相談・苦情に対する市町の果たす役割と責任は大きく、相

談・苦情等の対応が円滑に実施されることにより、 
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①利用者等の介護保険制度の正しい理解を図る。 
②利用者等の権利擁護を図る。 
③介護保険サービスの質の向上を図る。 
これらのことから、市町の介護保険事業が円滑に運営されるか否かは、相談・

苦情体制にかかるといっても過言ではありません。 

 
（３）組織機構の違いから相談・苦情対応窓口は市町により異なりますが、介護保険

主管課の他に地域包括支援センター、保健センター、社会福祉協議会、民生委員、

行政相談窓口等があげられます。 

しかし、「たらいまわし」や「もみつぶし」が生じないように各窓口や担当者

との情報交換等連携体制を構築する必要があります。 

 
（４）庁内の相談・苦情対応のネットワーク 

市町の様々な窓口（国保担当課、高齢者・障害福祉担当課、福祉事務所等）へ

相談・苦情が寄せられると思われることから、市町において相談・苦情の対応方

法等を庁内に周知します。 

情報共有化

改善報告等
調査協力

調査・指導

対
応
報
告

対
応
報
告

苦
情

調査

助言

苦
情

即
答
可
能

分
対
応

相
談
・
苦
情

相
談
・
苦
情

対
応
・
経
過

報
告

改善報告等調査協力

調査・指導

連携

連
携

苦
情
申
立

対
応
結
果

通
知

審
査
請
求

結
果

通
知

・ 即答困難案件報告

・ 即答対応済分報告

・相談苦情対応

マニュアル提供

・制度説明資料

提供

・苦情処理結果

報告

処理結果連絡

困難案件依頼

・ 情報提供
・資料提出

審査会・結果通知

地域包括支援センター

支所・出張所

保健センター

民生委員

その他受付窓口

関係機関との連携体制と役割分担のフロー図
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２．介護サービスに関する相談・苦情対応の手順 

 
ア） 介護サービスに関する相談・苦情 

 
（１）受 付 

市町の相談・苦情対応にあたっては、初めに相談・苦情を受け付けた担当者が

責任を持って適切な対応と十分な説明をすることによって、相談者が納得される

よう努めることが最も重要なポイントとなります。 
また、相談・苦情があった場合は、統一した『相談受付記録票（様式第一号）』

に記録し「言った」「言わない」というようなトラブルをなくすとともに、関係機

関への情報提供や苦情対応マニュアルに反映し、居宅介護支援事業者および指定

介護サービス事業者との連携を図り市町の窓口職員および事業者の内部研修等に

活用していく必要があります。 
 

① 相談・苦情は電話・FAX で受け付ける場合もあります。また「愚痴」「風説」

等の些細なものであっても『相談受付記録票』に記載します。 
(a) 相談・苦情の申立は、本人の他に家族、介護支援専門員、民生委員等から

も行われる場合があります。 
※ 匿名の場合も対応する必要があります。 

(b) 文書による届出が困難な利用者等も多いので、口頭で聞いたことを文書化

（読み上げる、見せるなど）して確認する等、利用者等の相談・苦情の意思

が反映されるよう工夫します。 
(c) 些細な事であっても、何度も同様の苦情が出されるサービス事業者には指

導等が必要となるため、『相談受付記録票』は必ず記録しておきます。 
(d) 問い合わせであっても、どのような内容が多いのかを把握しておき以後の

広報・周知に活用します。 
 

② 相談・苦情等の聞き取り等にあたっては、充分な時間をかけ、処理は迅速に

行います。 
(a) 対応する側が、相手の気持ちを汲み取り、きちんと話を聴くことが大切で

す。 
(b) 相談・苦情等は制度に対する誤解や情報不足が原因となることが多いため、

制度の説明が十分にできるように心がけます。 
(c) 必要に応じて申立人の自宅あるいはサービス事業者等へ訪問し、実態把握

に努めます。 
 

③ 事実関係を的確にとらまえ、相談・苦情等の根本となっている原因が何かを

探ります。 
(a) 『相談受付記録票』の内容について、申立人に確認します。 
(b) 各相談・苦情処理窓口で受け付けた『相談受付記録票』は、介護保険主管
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課で管理します。 
 

④ 申立人に対応方法を説明します。 
(a) 市町で調査をします。 
(b) 居宅介護支援事業者に調査を依頼します。 
(c) 国保連合会へ苦情処理を依頼します。 
(d) 市町の説明に納得できない場合、滋賀県介護保険審査会への審査請求につ 

いて教示します。 
(e) 対応結果の報告期限（中間報告を含む）を、概ね１週間程度を基準に連絡

します。 
 

⑤ 申立人の権利擁護および関係者等のプライバシー保護に十分配慮します。 
(a) 居宅介護支援事業者等へ調査を依頼する場合、申立人の氏名を明らかにす

ることの可否を確認する必要があります。 
(b) 匿名の場合は十分な対応ができないことがある旨を伝えます。 

 
⑥ 相談・苦情等の内容によって、市町単独での解決が困難と思われるケースは、

関係機関との協議を要しますが、申立人のニーズに対して速やかな対応を行い

ます。 
(a) 国保連合会へ苦情処理を依頼する場合、その旨を申立人に説明し了解を得

ます。 
(b) 申立人が国保連合会へ申し立てることを特に希望した場合は、了解は不要

です。 
 

（２）居宅介護支援事業者との連携 

① 苦情を受け付けた市町は、サービス利用者等から届出のある居宅介護支援事

業者に対し、必要に応じて相談受付記録票に基づき苦情のあったサービス事業

者、サービス種別、苦情の内容等について連絡するとともに、事実の確認や課

題整理、対応策を検討するなど連携を図り、苦情の解決に当たります。 
② この場合、申立人に氏名等を明らかにすることの可否を確認します。
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サービス事業者のサービスの質を巡るトラブル例
従業員
サービスプログラム
サービス事業者の問題
利用者に係る問題
契約を巡る問題

利　　用　　者

居宅介護支援事業者との連携フロー図

市　　町

居宅介護支援事業者

サービス事業者

介護支援専門員

連
携

苦情申立 処理結果の報告

改善策調整連絡、調整、助言

 
 
（３）サービス事業者への調査 

① 次のような場合は、市町自ら状況の調査に当たることが考えられます。 
(a) 居宅介護支援事業者自身に対する苦情の場合 
(b) 利用者等が居宅介護支援サービスを利用していない（自己計画作成）場合 
(c) 居宅介護支援事業者がサービス事業者の協力が得られず、十分に状況確認

できない場合 
(d) 居宅介護支援事業者の協力が十分得られない場合 
(e) 市町自らがサービス事業者への調査が必要と判断した場合 

 
② 介護サービスに関する苦情等の事実関係について、当該サービス事業者に対

して電話や訪問などにより確認します。 
その場合、必要に応じて現地の確認、サービス時の立ち会い等により確認し

ます。 
 

③ 些細な事象であっても、同一事業者に同様の苦情が繰り返し出てきた場合に

は、『事業者等調査票（様式第四号）』による調査のうえ回答を求めます。 
 

④ 事実の確認に相当の時間を要する場合（概ね１週間を超える場合）は、あら

かじめその状況について利用者等へ連絡します。 
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⑤ 留意点として、 

(a) 事業者と利用者等が１対１で向かい合うような介護サービスの場合には、

事実確認が難しいことがあります。 
(b) サービスの質の評価には主観的な側面も強く、全く同様のサービスであっ

ても利用者等によっては受け止め方が異なる場合もあります。 
 
（４）サービス事業者への改善要請 

① サービス事業者への確認の結果、サービス提供に関して改善が必要と認めら

れる場合は、その旨をサービス事業者に連絡し、改善を要請します。 
② 指定要件に違反している可能性がある場合は、『指定基準等に係る連絡書』に

より県に連絡しますが、市町が報告等を求め、改善指導の過程で、改善される

程度の指定要件の違反等については、市町の改善指導のなかで対応が可能です。 
③ 改善指導に対する報告を踏まえ、改善状況の確認を行います。 

なお、改善に時間を要する事項については、後日確認します。 
④ 改善報告があったにも関わらず、改善が認められない場合は、指導を再度行

い、改善を促すこととします。 
また、必要に応じ、県・国保連合会へも連絡します。 

⑤ 『相談受付記録票』に記録します。 
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サービス事業者への調査・改善要請フロー図

利　　用　　者

市　　町

サービス事業者

①
苦
情

②
文
書
そ
の
他
の
物
件
の
提
出
、
提
示
を

求
め
、
依
頼
、
職
員
へ
の
質
問
、
照
会

（
法
第
二
十
三
条
）

③
苦
情
に
伴
う
調
査
（
省
令
第
三
十
六
条

等
）

④
　
②
に
応
じ
、
③
に
協
力
（
省
令
第
三

十
六
条
等
）

⑤
指
導
・
助
言
（
省
令
第
三
十
六
条
等
）

⑦
結
果

説
明
報

告

⑥指導、助言に
従って必要な改
善並びに報告

 
 
（５）申立人への結果説明等 

① 申立人への説明等は、市町の行った状況確認の結果や改善指導を行った場合

には、その内容について電話や訪問による口頭説明のほか、必要に応じて確認

結果等を記載した書面『介護サービス苦情処理結果通知書(様式第九号の一)』お

よび関係書類を添えて説明します。 
② ただし、申立人の納得が得られない場合や、繰り返し同様の苦情が同一の事

業者に関して申し立てられるような場合、市町の当該調査に十分協力を得られ

ない場合等、市町では対応困難なケースについては、国保連合会へ苦情申立を

依頼します。 
③ あわせて、指定基準違反（運営基準違反）の疑いがある場合には、県への情

報提供も行います。 
④ その対応に期間を要する時は、その経過についても説明が必要です。 

 
（６）国保連合会への申し立て 

① 国保連合会における苦情処理にあたっては、市町の持ち得る情報を提供する

等、連携を図ることが必要不可欠となります。  
② 国保連合会と常に連携を持ち、相談・苦情等の情報は常に共有化し苦情の発
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生や予防に努めていくことが必要となります。 
③ 以下の場合、国保連合会へ『苦情申立書（様式第二号）』により事案を送付し

ます。 
(a) 苦情を市町で取り扱うことが困難な場合 

例えば、 
ア．市町域を越える案件である場合（申立人居住の市町と事業者所在市町

が異なり調査が困難な場合） 
イ．権利関係が輻輳しており、高度な法律解釈等を求められる場合 
ウ．事業者が悪質であり、調査や指導が難しい場合 

 (b) 申立人が国保連合会での処理を希望する場合 
④ なお、基準該当サービスや市町特別給付（横出しサービス）については、市

町において対処します。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

国保連合会への苦情申立てフロー図

利　　用　　者

市　　町

国　保　連　合　会

介護サービス苦情処理委員会

居宅介護支援事業者

連絡・調整・報告等

相談・苦情

相談・苦情

苦情申立書
(様式2)

結
果
連
絡

結
果
通
知

 
 

滋賀県国民健康保険団体連合会 
介護サービス苦情処理委員会 

   〒５２０－００４３ 
     大津市中央四丁目５－９ 滋賀国保会館 
     滋賀県国民健康保険団体連合会内 
     ＴＥＬ０７７－５１０－６６０５ 
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（７）県との連携 

① 市町は、利用者等からの相談・苦情を受け、その解決や対応を図る中で得た

事業者に関する情報の中で、指定基準に違反すると認められるケースにおいて

は、県にその旨、『指定基準等に係る連絡書』により通知します。 
② 県は、この連絡書の内容により市町から得た情報等をもとに、その事実に係

る調査を行い、必要な場合は、是正措置をとるよう指導し、これに従わない場

合、その指定を取り消します。 
 
（８）記録等の作成および管理 

① 市町窓口における相談・苦情として受け付けた内容、対処の方法、事業者の

改善状況、利用者等への経過説明等、一連の対応状況について相談受付記録票

に記録し、保管管理を行い、相談・苦情の解決を図ります。 
② 市町において情報提供が必要と思われる案件については、国保連合会へ『相

談受付記録票（様式第一号）』の写しを送付します。 
 

国保連合会

市町

市町

県

市町

市町

市町

 
 
イ）市町の行政処分に対する相談・苦情 
 
（１）要介護認定に係る相談・苦情 

要介護認定については、介護保険制度の根幹的な部分ですが、利用者等にとっ

ては、制度の中でも理解しづらい、見えにくい部分でもあります。 
そのため、制度の理解不足や説明不足等により要介護認定について、多くの相

談・苦情が想定されます。 
   

① 対応の原則 
認定に関する処分を行う市町は、申立人への十分な説明を行うことが必要で

す。 
(a)  要介護認定の意義や、その方法、基本的考え方を説明します。 

その場合、参考となる資料の準備も必要です。 
(b)   さらに、認定（申立人への処分）に至った理由や経緯について説明を行い

ます。 
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その場合、本人の請求によっては、必要な資料を開示できる準備も必要で

す。 
 

② 具体的対応 
要介護認定に関する不服については、県の介護保険審査会への審査請求とい

う形で、利用者等の救済、権利の保障がされており、不服申立に対して教示を

行うことが必要ですが、解決に要する時間も含め、必ずしも最善の対応方法と

は言えない場合もあります。 
また、認定に関する制度の理解不足や、説明不足等に起因する場合もあるの

で、利用者等に最も身近で、現に認定を行った市町において、その内容を十分

に聞き取り、問題の所在を明らかにした上で、適切な対応を図ることが必要で

す。 
(a) 本人の申立内容を十分に聴き取ります。 

ア．介護保険制度、要介護認定についての説明を行います。 
要介護認定については、理解が得られていない事例が多く想定されるの

で、認定の手順、基本的な考え方等について、資料等を用いて解り易く説

明を行います。 
イ．苦情申立に至る状況・経緯について、申立内容から把握・確認します。 

認定結果が本人（あるいは家族）の思いよりも低く出た場合は、判定に

至るまでの認定事務の一連のプロセスに問題が所在する場合があるので、

十分その状況を確認します。 
（例）訪問調査時 

調査員の接し方、聞き取りの方法、調査時の一時的な状態の変化 
(b) 認定結果に至る経緯について説明します。 

申立の内容の争点となるような部分については、特に十分な説明を行い

ます。 
その際、必要な資料（訪問調査表等）を開示する必要も考えられますの

で、準備が必要です。 
※ ただし、主治医意見書の開示については、作成した医師の同意が必要

とされている点に留意します。 
(c) 申立内容との争点を明確にし、適切な対応を図ります。 

認定時より本人の状態が重くなっている場合には、本人や家族との面談

等により、現時点での状態を確認し、変更申請の教示を行います。 
要介護認定に関する不服申立への対応は、利用者等が安心して現行の介

護サービスを利用できるよう、できる限り迅速に行います。 
  
（２）保険料等その他行政処分に係る相談・苦情への対応 

制度の説明をはじめ、保険料の賦課決定等処分の根拠や経緯・過程の具体的な

説明を行います。 
具体的対応は、要介護認定に係る相談・苦情に準じて行います。 
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（３）行政救済制度 

行政の違法または不当な行為によって権利利益が侵害された場合の救済制度

として、行政不服審査と行政事件訴訟があります。 
（審理の対象例） ・保険給付に関する処分 
         ・要介護認定に関する処分、給付制限に関する処分等 
         ・保険料その他の徴収金に関する処分 

 この場合は以下の流れに従って対応します。 
 

①  審査請求に係る対応 
処分を知った日から３月以内に、滋賀県介護保険審査会（以下「審査会」とい

う。）に『審査請求書』を提出する必要があります。 
審査請求書は審査会へ直接提出する方法、または市町経由で提出する方法のい

ずれも可能です。 
(a) 審査会へ直接審査請求をする場合 

県介護保険審査会事務局（以下「事務局」という。）で相談するよう、場所・

連絡先を伝えます。  
    
 
 
 
 
 
 
 
 

(b) 市町へ審査請求書を提出する場合（処分庁経由） 
ア． 記載事項の確認 

審査請求書の形式的な記載事項（行政不服審査法第 19 条、介護保険法

施行令第 47 条）の有無について確認して下さい。 
    市町では、審査請求書に記載すべき事項に不足や誤りがないかどうか

等の形式的な審査を行った上で審査会事務局へ送付します。 
イ． 受付日の確定 

審査請求書を受け付けた日が明確になるよう、受付日で収受印を押印

して下さい。 
審査請求書が郵送されてきた場合は、封筒を破棄せず、関係書類と併

せて事務局へ送付します。 
ウ． 不備がある場合 

明らかに不備がある場合は、任意で審査請求人に修正を促して下さい。 
      相手がそれに応じない等修正が困難である場合は、そのまま市町の窓

口において受け付けのうえ事務局へ送付します。 

滋賀県介護保険審査会 

  〒５２０－８５７７ 
     大津市京町四丁目１番１号 
      滋賀県健康医療福祉部医療福祉推進課内 
     ＴＥＬ ０７７－５２８－３５２１ 
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エ． 口頭による審査請求 
審査請求は、原則として書面によるものとされていますが、審査請求

人が口頭による審査請求を望む場合は、本人による陳述の上、その陳述

内容を記録することが認められています。 
 
② 行政事件訴訟 

   行政処分取り消しの訴えは、その処分についての審査請求に係る裁決があっ

たことを知った日の翌日から起算して６月以内に市町を被告として提起する

ことができます。 

この処分についての取り消しの訴えは、審査請求に対する裁決を経た後でな

ければ提起することはできませんが、次の場合は、審査請求に対する裁決を経

ないで処分の取り消しの訴えを提起することができます。 

 

（１）審査請求があった日から３月を経過しても裁決がない場合 

（２）処分、処分の執行または手続きの続行により生ずる著しい損害を避ける

ため緊急の必要がある場合 
（３）その他裁決を経ないことにつき正当な理由がある場合 

 

shiga-BV466
スタンプ



 
 

＜審査請求の流れの説明＞ 

① 審査請求人（以下「請求人」という。）は、審査請求書（正・副）を作成し審査

庁に提出する。 
処分庁を経由する場合は、（副）を処分庁で保管し、（正）のみ審査庁に送付する。 

② 審査庁は、審査請求が不適法であって補正することができるものであるとき、補

正命令を行う。 
③  審査庁は、処分庁に審査請求書（副）を送付する（処分庁経由の場合を除く）。 

併せて受理通知を行い、弁明書および証拠書類の提出を求める。 
④  処分庁は、弁明書（正・副）を作成し、証拠書類とともに審査庁に提出する。 
⑤  審査庁は弁明書（副）を請求人に送付する。 
⑥  請求人は処分庁が作成した弁明書に対し、反論書を作成し、審査庁に提出する。 
⑦  審査庁は反論書（写）を処分庁に送付する。 
⑧  審査庁は審理を行い裁決書を作成する。 

その謄本を請求人および処分庁に送付する。 

審査請求の流れ 

１
審査請求書(正・副) 反論書 

審査請求人（被保険者等）

処分庁（市町） 

  
  
証拠書類

２ 
弁明書 
(正・副) 

  
受理通知

２ 
弁明書
  (副)

反論書
  (写)

  
裁決書 
(謄本)

３ 
裁決書 
(原本)

３
裁決書
(謄本)

１ 
審査請求 
書（副） 

審査庁（滋賀県介護保険審査会）

１ 
審査請求 
書（副） 

② 

③ ④ ⑤ 

⑥

⑦

⑧ 

①

補 
正 
命 
令 

経由 
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Ⅲ．関係機関の対応 

 

１．国保連合会 

 
国保連合会では、サービス事業者が提供するサービスの質の向上に関する調査及び

事業者に対する必要な指導及び助言を行うこととされています。 
まず市町が苦情処理の「第一次的窓口」として位置づけられています。ただし、市

町で苦情を取り扱うことが困難な場合、利用者等が国保連合会での対応を特に希望す

る場合に、市町からの申立により、国保連合会において介護サービスにかかる苦情対

応を行います。 
国保連合会で行った苦情対応結果については、利用者等へ結果報告を行うとともに、

市町へ結果連絡書を送付します。 

利用者

 １．申し立て
原則書面で本人
から申し立て

国保連合会

 ２．受付
苦情内容の受付

 ３．内容審査
調査の必要性を判定

市町村
受付窓口

事業者  ４．調査
事業者の調査

 ６．指導
事業者の指導

 ７．通知
申立人への調査
結果、処理の通
知

事務局

介護サービス
苦情処理委員会

 ５．改善指示
改善すべき事項の提
示

処理結果

調査

指導

申立内容

調査指示

調査結果

改善事項

国保連合会が取り扱う苦情対応の主な流れ

滋賀県
連絡

相談
苦情

処理結果

困難案件

連絡

相談苦情
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２．事業者 

 
（１）居宅介護支援事業者の役割 

① 居宅介護支援事業者は、利用者等からサービス内容に関する苦情を受けたと

きは、迅速かつ適切に対応することとされています。（運営基準第２６条） 
(a) 自ら提供した居宅介護支援、または自ら計画に位置付けた居宅サービス等に

対する利用者等からの苦情に迅速かつ適切に対応しなければなりません。 
(b) 利用者等からの苦情に関して、市町または国保連合会が行う調査に協力する

とともに、市町または国保連合会から指導または助言を受けたとき、必要な

改善を行わなければなりません。 
(c) 利用者等からの国保連合会への申し立てに関して、利用者等に対し必要な援

助を行わなければなりません。 
② 相談、苦情の窓口を設置して対応します。 
③ サービス内容が改善されない場合、あるいは事業者に不正な行為があるよう

な場合には、市町または国保連合会に連絡、調整を行います。 
 

（２）サービス事業者の役割 
①  居宅サービス事業者は、利用者等からサービス内容に関する苦情を受けたと

きは、迅速かつ適切に対応することとされています。（厚生省令第３７号） 
また、利用者等からの苦情に関して市町または国保連合会が行う調査に協力

するとともに、市町または国保連合会から指導または助言を受けたときは、必

要な改善を行わなければなりません。 
②  相談、苦情の窓口を設置して対応します。 

 

３．県 

 
県においては、受け付けた苦情等について次のように対応します。 

 
（１）サービス事業者に関する対応 

 市町または国保連合会等から寄せられた苦情の内容により、必要に応じて当

該事業者に対して報告、帳簿書類の提出若しくは提示や、事業者等の従業員の

出頭を求め、または関係職員に対する質問、もしくは事業所についての設備や

帳簿書類等を調査します。 
 
（２）審査請求に関する対応 

市町の行う要介護認定などの行政処分に対する審査請求に対しては、附属機

関として設置する介護保険審査会で審理を行い、認容、棄却、却下等の裁決を

行います。 
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① 認容   審査請求に理由があるときであり、原処分を取り消す。 

要介護認定に係る処分の場合、裁決の趣旨を踏まえて市町が要介

護認定のやり直しを行う。 
② 棄却   審査請求に理由がない場合であり、原処分を妥当とする。 
③ 却下  審査請求が法定期間経過後である等、不適法な場合、請求自体

を却下する。 
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Ⅳ．諸様式例 

 

 

(1) 相談・苦情関係 

① 相談受付記録票（様式第一号）      ………………………… 20  

② 苦情申立書（様式第二号）        ………………………… 22 

③ 同意書（様式第十号）                  ………………………… 24 

④ 事業者等調査票（様式第四号）      ………………………… 25 

⑤ 介護サービス苦情処理結果通知書（様式第九号の一）…………… 26７     

介護サービスに関する苦情申立をされる皆様へ     …………… 27  

 

 

(2) その他の様式 

  ① 介護保険事故報告書（参考例）     …………………………… 28 

２９ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

【様式第一号】（第十一条関係） 

                            国保連          

相 談 受 付 記 録 票                           受付 №                

                               受付日  令和   年   月   日 

受付課     （受付員※     ） 受付方法 来所  電話  訪問  文書  その他（    ） 

相談者※(ﾌﾘｶﾞﾅ)       (男・女) 

氏名             (  歳) 

住所   

Tel. （自)               (勤) 

被保険者又は受給者

との関係 

本人  配偶者  子  兄弟姉妹  親  他の家族  友人等 

ｹｱﾏﾈｼﾞｬｰ  民生委員  主治医  ｻｰﾋﾞｽ事業者  その他（          ） 

被保険者又は受給者※(ﾌﾘｶﾞﾅ) (男・女) 

氏名             (  歳) 

住所 

Tel. （自)               (勤) 

被保険者番号 受給者番号 

Ａ.分類 (1)問合せ  (2)照会  (3)相談  (4)苦情  (5)その他（    ） 

件名（                                           ） 

相談概要 

対応結果 

事業者名 住所 

 電話 

Ｂ
・
サ
ー
ビ
ス
の
種
類 

居宅 

1.訪問介護   2.訪問入浴介護   3.訪問看護    4.訪問リハ   5.通所介護   6.通所リハ   

7.福祉用具貸与  8.居宅療養管理指導   9.短期入所生活介護  10.短期入所療養介護  

11.特定施設入居者生活介護   12.特定福祉用具販売  13.居宅介護住宅改修   

14.居宅介護ｻｰﾋﾞｽ計画   15.その他の居宅ｻｰﾋﾞｽ（               ） 

施設 

16.指定介護老人福祉施設  17.介護老人保健施設  18指定介護療養型医療施設   

19.その他の施設（                ） 

地域密着型 

20.夜間対応型訪問介護   21.認知症対応型通所介護   22.小規模多機能型居宅介護   

23.認知症対応型共同生活介護   24.地域密着型特定施設入居者生活介護   

25.地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護  26地域密着型通所介護 

27.その他の地域密着型ｻｰﾋﾞｽ（                ） 

介護予防 

28.介護予防訪問介護  29.介護予防訪問入浴介護  30.介護予防訪問看護   

31.介護予防訪問リハ  32.介護予防通所介護  33.介護予防通所リハ   

34.介護予防福祉用具貸与  35.介護予防居宅療養管理指導   36.介護予防短期入所生活介護  

37.介護予防短期入所療養介護   38.介護予防特定施設入居者生活介護   

39.特定介護予防福祉用具販売  40.介護予防住宅改修  41.介護予防ｻｰﾋﾞｽ計画   

42.その他の居宅ｻｰﾋﾞｽ（               ） 

地域密着型介護予防 

43.介護予防認知症対応型通所介護   44.介護予防小規模多機能型居宅介護   

45.介護予防認知症対応型共同生活介護   46.その他の地域密着型予防ｻｰﾋﾞｽ（           ） 

Ｃ.相談者の

要望 

(1)話をきいてほしい  (2)教えてほしい  (3)回答がほしい  (4)調査してほしい  

(5)改めてほしい  (6)弁償してほしい   (7)謝罪してほしい   (8)提言  

(9)その他（               ） 

Ｄ.想定 

原因 

(1)説明・情報不足  (2)職員の態度  (3)ｻｰﾋﾞｽ量の不足  (4)ｻｰﾋﾞｽの低い質    

(5)手続方法の不明  (6)権利侵害  (7)被害・損害  (8)その他（      ） 

Ｅ.処理 
(1)その場で回答  (2)その場で紹介  (3)その場で解決  

(4)後日回答（  年  月  日予定） (5)苦情として処理  (6)その他(      ） 
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受付・処理経過 

月 日 

最終処理結果 
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【様式第二号】 (第五条関係 )

苦 情 申 立 書

市町長

滋賀県国民健康保険団体連合会

介護サービス苦情処理委員会委員長

様

l。 この申立書を書いた人 (申立人)

2.不適切なサービスを受けた人 (被保険者又は受給者 )

申立書作成日 :令和  年  月  日

被保険者番号や受 者番号がわか らなけれ 、記入 し くても結構です。

下記のとおり介護サービスの適用に関する苦情を申し立てます。

記

※本件に係る指導・助言の内容を裁判や訴訟には用いません。

事務局使用欄  。経路 。事前相談 :有/無   ・担当委員
・添付資料 :有 /無   ・代筆 :有 (口頭、電話、手紙、fax、 E‐mail)/無

一Ｔ

1.本人 2.配偶者
8.ケ アマネジャー

12.その他 (

3.子  4。 兄弟姉妹 5.親  6.他の家族 7.友人等
9.民生委員 10,主治医 H.サエビス事業者

)

電話番号

年齢  歳

氏 名
(ふ りがな)

住  所

被保瞼者又は受

給者との関係

明。大。昭  年  月  日

電話番号

生年月日

受給者番号

一Ｔ

氏 名
(ふ りがな)

住  所

被保険者番号

令和  年  月  日 令和  年  月  日

申立趣

電話番号

苦情にかかる事実のあった日

事業者名

事業者コー ド 県コー ド  市町コー ド 年 月 日 受付番号
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申立趣旨 (続き)

※本件に係る指導・助言の内容を裁判や訴訟には用いません。

事務局使用欄  ・経路 : ・事前相談 :有/無   ・担当委員
・添付資料 :有/無   ・代筆 :有 (日頭、電話、手紙、fax、 E‐hail)/無

事業者コー ド 県コー ド  市町コー ド 年 月 日  受付番号
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【様式第十号】 (第五条関係 )

同  意  書

令和   年   月   日

滋賀県国民健康保険団体連合会

介護サービス苦情処理委員会 様

苦情申立人

住所

氏名

介護サービス利用者

住所

氏名

貴会がⅢ介護保険法第 176条 第 1項第二号の規定に基づき介護サービス苦情処理等
を行う過程において、介護サービス利用者等に係る情報につき、介護サービス事業者及
び関係者 (以下 「介護サービス事業者等」という。)に報告を求め、下記の目的に利用
することに同意します。

また、貴会の報告要求に対し、介護サービス事業者等が報告することについて、私等

が同意している旨を介護サエビス事業者等に伝えて構いません。

1 介護サービス事業者等への調査において、介護サービス利用者等に係る介護日誌
等の諸記録を閲覧、その写しの提出及び日頭説明等により知りえた情報をもとに当

該事業所への指導及び助言の参考にすること。

2 介護サービスの質の向上に資するために、関係市町 (介護保険者)及 び滋賀県ヘ
苦情処理結果を報告すること。

3 介護保険者等における苦情 。相談等の業務の向上を図るために、苦情内容、調査
結果及び指導・助言等をまとめた介護サービスに係る苦情・相談状況等の事例集を

作成すること。 (但 し、介護サとビス利用者等の住所、氏名及び介護サービス事業

所等の名称は掲載しない。)

Ｈ
Ｐ
ｒ
ト

印

記
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【様式第四号】（第六条関係） 

令和    年    月    日 

（事業者名）         御中 

事 業 者 等 調 査 票           

            市町長 

                        

このたび、貴事業者について、下記のとおり苦情の申し出がありましたので、貴社にお

いて事実関係をご調査の上質問事項への回答をご記入し、  月   日までにご返送ください。 

申

立

内

容

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

質 問 事 項        事実関係をご調査の上、下欄にご記入ください 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

その他 備考 

 
受付番号       

※居宅介護支援事業者の協力が得られる場合、別途依頼文を作成のうえ、本様式を添付し

て下さい。  
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【様式第九号の一】（第八条関係） 
滋国介サ第     号 

令和  年  月  日 

 

介護サービス苦情処理結果通知書 
 

 

住所 

 

（苦情申立人）        様 

 

滋賀県国民健康保険団体連合会  

介護サービス苦情処理委員会   

委員長 

 

 

貴殿より申し立てのありました介護サービス等に係る苦情についての調査および処理結果

を、下記のとおり通知いたします。 

 

記 

 

１．調査結果 

 

 

 

 

 

 

 

２．処理結果 

 

 

 

 

 

 

 

 
受付番号       
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介護サービスに関する苦情申立をされる皆様へ  

滋賀県国民健康保険団体連合会 

 

苦情申立書用紙をお渡しするにあたり、本会の苦情処理について、簡単に説明いたします。 

 本会の苦情処理は、介護サービスの質の向上に関する調査並びに介護サービス事業者等に対す

る指導及び助言です。 

苦情申立書を提出された場合、介護サービス苦情処理委員が申立内容について審査を行い、必

要があれば介護サービス事業者等への調査を行います｡調査の結果に基づき改善が必要な場合は、

介護サービス事業者等に対し指導及び助言を行います。 

 なお、苦情内容と介護サービス事業者等の回答との相違については、本会には法令等による強

制的な調査権限の付与がないため確定することができませんので、あらかじめご承知おきくださ

い。 

 

記 

 

 (１) 苦情処理期間 

    ６０日前後を要します。 

 (２) 苦情処理結果 

   苦情申立人、介護サービス事業者、滋賀県及び保険者(サービス利用者の市町)へ通知  

    いたします。 

 (３) 苦情申立書記載上の留意等 

      ① 苦情申立書の趣旨の欄に書ききれない場合は、｢別紙のとおり｣とし､内容については、

      別紙に書いてください。 

   ② 苦情内容については、できれば問題点等を箇条書きにしていただき、いつ、誰が

どこで、何を、どうした、どういうことが不満・不服であるか等を明記ください。 

     また、資料をお持ちでしたらコピーを一緒にお送りください。 

   ③ 苦情申立書に苦情処理の同意書を添付してください。 

   ④ 苦情申立書は写しをとり、保管しておいてください。 

 (４) 本会で取り扱うことができない内容 

   ① すでに訴訟を起こしている内容 

   ② 訴訟が予定されている内容 

   ③ 損害賠償等の責任の確定を求める内容(過失の有無・割合等) 

   ④ 医療に関する事案や医師の判断に関する内容等(医療内容・医療制度等) 

   ⑤ 行政罰等(事業所の指定取消、従事者の資格の取消等)を求める内容 

   ⑥ 要介護認定や介護保険制度に関する内容 

 

《参考：介護保険法》 

  (連合会の業務) 

 第１７６条 連合会は、国民健康保険法の規定による業務のほか、次に掲げる業務を行う。 

 一、二 (略) 

三 指定居宅サービス、指定地域密着型サービス、指定居宅介護支援、指定施設サービス等、指

定介護予防サービス、指定地域密着型介護予防サービス及び指定介護予防支援の質の向上に関す

る調査並びに指定居宅サービス事業者、指定地域密着型サービス事業者、指定居宅介護支援事業

者、介護保険施設、指定介護予防サービス事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者及び

指定介護予防支援事業者に対する必要な指導及び助言 

shiga-BV466
スタンプ



                     

 

 

 

 

 

 

市町長 様 

介護保険事故報告書(参考例) 

   ※いずれかにチェック 

   □ 事故発生時報告 

   □ 事故後報告 

報告者 

事業所所在地 

事業所名 

事業所代表者職 ・ 氏名            □印  

サービス提供責任者 氏名            ○印    

年  月  日 

 

年  月  日 

 

 

 
 
利用者 
 
 
 

 
氏名 

 

(フリガナ) 
 
 

 
被保険者番号 

 

 
 
 

 
住所 
 

〒 
  

 
要介護度 
 

 
 
性別 

 
男・女 年齢 歳 

 
 
 
 
事故の 
概 要 
 
 
 

 
発生日時 
 

 
年  月  日（ ）  午前・午後   時  分頃 

 

 
発生場所 
 

 
 

 
第一発見者 
 

 
 

 
 
事故の内容 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
発生時 
の対応 
 
 
 
 
 

現場での 
対応 

 
 
 

 
医療機関 
受診有無 
 

□ 有  □ 無 
(いずれかにチェック) 

受診した 
医療機関  

対応医（       ） 

医療機関 
での治療 
 (処置) 

 
 

 

shiga-BV466
スタンプ



家族・ 
関係機 
関等へ 
の連絡 

連絡した家族等氏名・利用者との関係（緊急連絡先確認） 

□ 氏名・利用者との関係

電話番号 

□ 氏名・利用者との関係

電話番号 

□ 特記事項(説明内容・相手の反応等) □ 特記事項(説明内容・相手の反応等)

他に連絡した関係機関 

□ 関係機関名

担当者： 
電話番号 

□ 関係機関名

担当者： 
電話番号 

事故後 
の対応 

利用者の現況 

再発防止に向けた検討課程・今後の対応等 

損害賠償等の状況 

※ 記載しきれない場合は、別の用紙に記載し添付してください。

shiga-BV466
スタンプ



Ⅴ．苦情・相談等の状況 

１．市町への苦情・相談等の概況 

(１)苦情の状況

(２)問合せ・相談の状況

(３)年度別比較

(４)令和６年度の苦情・相談等の区分別・月別状況

   ２．市町への苦情・相談の内容 

３．国保連合会における苦情等の状況 

(１)苦情等の受付状況

(２)苦情等の申立者の状況

(３)令和６年度苦情・相談の内容



Ⅴ．苦情・相談等の状況

1．市町への苦情・相談等の概況

4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 合計

17 18 31 65 8 7 15 19 21 20 24 13 258

19 11 9 15 23 17 14 11 7 5 8 32 171

29 11 56 12 17 11 19 16 11 13 15 6 216

16 8 11 14 11 10 9 10 11 11 8 9 128

14 12 16 15 15 12 18 11 12 7 11 14 157

29 30 178 69 58 50 85 25 30 32 27 23 636

28 33 111 32 34 45 35 23 26 29 35 38 469

63 31 48 82 67 42 40 38 33 27 32 27 530

49 41 56 36 22 22 30 31 18 25 27 33 390

30 35 36 69 35 30 32 23 23 32 24 26 395

28 28 21 25 32 22 26 26 21 20 40 12 301

12 10 16 13 14 10 15 8 10 20 19 14 161

21 27 50 8 19 15 28 27 21 25 27 15 283

22 6 56 41 18 13 15 7 9 16 17 24 244

15 19 138 40 33 40 39 15 22 29 45 19 454

19 55 95 46 30 26 38 20 24 24 6 13 396

34 36 119 68 48 40 10 16 11 10 26 21 439

21 27 20 21 28 19 14 12 6 16 18 16 218

13 17 11 26 11 16 7 21 21 16 24 31 214

14 25 35 48 57 63 101 103 119 119 83 29 796

17 18 177 31 43 20 40 20 18 14 6 9 413

16 13 48 55 20 21 33 21 22 17 21 87 374

45 33 33 31 13 23 24 24 28 13 25 16 308

30 8 7 8 10 17 24 18 19 11 46 13 211

　1 要　介　護　認　定 3 1 2 1 2 5 6 5 1 0 33 0 59

内 　2 ｹ ｱ ﾌﾟ ﾗ ﾝ の 内 容 等 0 0 0 0 1 2 0 0 0 1 2 1 7

 3 ｻｰﾋﾞｽ不足・ｻｰﾋﾞｽ内容等 3 1 0 0 0 3 0 2 2 0 0 0 11

訳 　4 利　用　者　負　担 17 0 1 1 3 2 3 2 0 2 5 0 36

　5 そ　　　　の　　　　他 7 6 4 6 4 5 15 9 16 8 6 12 98

4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 合計

203 232 678 586 378 221 353 216 255 284 282 247 3,935

275 262 426 415 321 283 350 236 224 302 262 276 3,632

261 224 734 453 345 316 331 270 256 365 316 357 4,228

329 333 563 452 596 541 631 533 580 466 445 522 5,991

615 492 713 634 531 586 813 541 522 522 531 649 7,149

693 768 3,647 2,039 1,749 1,405 2,032 1,434 1,684 1,768 1,771 1,359 20,349

1,628 1,832 3,683 1,617 1,457 1,444 1,496 2,507 2,056 2,453 2,786 2,082 25,041

2,736 2,260 3,665 2,390 2,278 2,006 2,505 1,892 1,769 2,113 1,852 2,103 27,569

2,337 1,780 2,839 2,354 1,914 1,653 1,796 1,767 1,729 1,957 2,068 2,215 24,409

2,432 2,245 2,584 1,941 1,906 1,726 1,946 1,825 1,768 2,166 1,578 1,802 23,919

1,922 1,694 2,408 1,810 1,986 1,887 2,222 2,223 2,174 2,311 2,373 2,195 25,205

2,061 2,546 3,589 2,732 1,927 1,936 2,190 2,046 2,027 2,329 2,204 2,273 27,860

2,350 2,505 3,015 2,622 2,631 2,462 1,993 2,364 2,413 2,233 2,529 1,221 28,338

2,600 1,486 3,313 3,302 1,459 1,193 1,274 1,160 1,158 1,349 2,242 2,965 23,501

1,213 1,143 3,751 3,464 3,594 2,458 2,590 2,294 2,338 2,399 2,745 1,725 29,714

1,292 1,903 2,924 3,267 2,809 1,720 2,532 2,674 2,777 2,122 1,186 2,745 27,951

3,810 3,331 3,969 2,619 3,320 2,725 2,861 2,511 2,906 2,753 2,794 3,234 36,833

3,156 3,325 5,049 4,138 3,781 2,680 3,691 3,601 3,621 3,631 4,075 3,939 44,687

4,118 4,172 5,529 4,662 4,291 4,025 3,326 3,438 3,878 4,481 4,395 4,213 50,528

3,255 3,432 5,791 4,643 3,736 3,916 3,767 3,450 3,805 3,870 3,963 4,906 48,534

4,018 3,657 6,229 4,943 4,310 4,546 4,550 4,615 4,742 4,671 4,755 5,139 56,175

4,110 3,861 5,892 5,454 5,023 4,625 4,581 3,477 4,795 4,887 4,620 3,542 54,867

4,162 4,349 6,111 4,808 4,896 4,346 4,571 4,477 4,160 4,285 4,084 4,125 54,374

4,021 4,266 5,092 4,638 3,971 3,543 3,954 3,666 3,064 3,012 3,866 2,749 45,842

　1 認　　定 　 結　　果 629 802 760 476 468 479 523 462 106 115 222 140 5,182

内 　2 認 定 後 の 変 化 96 110 135 130 133 133 142 122 9 8 28 4 1,050

　3 保　　　 険 　料 511 451 1,286 755 468 444 528 470 419 477 1,463 432 7,704

　4 介護保険サービス 1,866 1,951 1,968 2,251 1,914 1,707 1,776 1,768 1,649 1,580 1,524 1,473 21,427

訳  5 非該当者のサービス利用 4 6 11 7 8 8 13 10 0 3 3 0 73

　6 そ　　　 の　 　　他 915 946 932 1,019 980 772 972 834 881 829 626 700 10,406

令 和 ６ 年 度

平 成 １ ９ 年 度

平 成 ２ ０ 年 度

平 成 １ ６ 年 度

平 成 １ ８ 年 度

平 成 １ ５ 年 度

令 和 ４ 年 度

令 和 ４ 年 度

平 成 １ ７ 年 度

平 成 １ ４ 年 度

平 成 １ ４ 年 度

平 成 １ ６ 年 度

平 成 １ ８ 年 度

平 成 ２ ８ 年 度

令 和 ６ 年 度

平 成 ２ ３ 年 度

平 成 ２ ９ 年 度

令 和 元 年 度

平 成 ２ ２ 年 度

平 成 １ ５ 年 度

(件数）

平 成 ３ ０ 年 度

(件数）

年度・区分

平 成 １ ３ 年 度

平 成 ２ １ 年 度

平 成 １ ７ 年 度

(１) 苦情の状況

(2) 問合せ・相談の状況

平 成 ２ ４ 年 度

平 成 ２ ５ 年 度

平 成 ２ ６ 年 度

平 成 ２ ７ 年 度

令 和 ２ 年 度

平 成 ２ ３ 年 度

平 成 ２ ２ 年 度

平 成 ２ １ 年 度

令 和 ５ 年 度

平 成 １ ９ 年 度

令 和 元 年 度

平 成 ２ ４ 年 度

平 成 ２ ５ 年 度

平 成 ２ ６ 年 度

平 成 ２ ７ 年 度

平 成 ２ ８ 年 度

令 和 ５ 年 度

令 和 ３ 年 度

令 和 ３ 年 度

平 成 ２ ０ 年 度

平 成 ２ ９ 年 度

平 成 ３ ０ 年 度

令 和 ２ 年 度

年度・区分

平 成 １ ３ 年 度

月

月



（３）年度別比較

① 苦情の状況
(件数）

区　　分
平成13
年度

平成14
年度

平成15
年度

平成16
年度

平成17
年度

平成18
年度

平成19
年度

平成20
年度

平成21
年度

平成22
年度

平成23
年度

平成24
年度

平成25
年度

平成26
年度

平成27
年度

平成28
年度

平成29
年度

平成30
年度

令和元
年度

令和２
年度

令和３
年度

令和４
年度

令和５
年度

令和６
年度

合計

1 要介護認定 27 32 28 23 40 181 210 231 177 227 218 86 114 42 25 64 23 59 79 169 58 132 132 59 2,505

2 ｹ ｱ ﾌﾟ ﾗ ﾝ の内
容等 13 17 10 10 8 18 23 24 15 16 19 6 3 2 4 4 9 16 12 20 2 12 30 7 328

３ ｻｰﾋﾞｽ不足・ｻｰﾋﾞｽ
内容等 87 78 94 43 43 66 66 83 59 37 17 11 6 13 17 54 61 27 29 244 7 28 36 11 1,355

4 利用者負担 6 6 3 4 15 22 4 22 7 7 0 3 14 0 3 18 44 8 5 249 159 51 23 36 740

5 その他 125 38 81 48 51 349 166 170 132 108 47 55 146 187 405 256 302 108 89 114 187 151 87 98 3,657

計 258 171 216 128 157 636 469 530 390 395 301 161 283 244 454 396 439 218 214 796 413 374 308 211 8,585

② 問合せ・相談の状況
(件数）

区　　分
平成13
年度

平成14
年度

平成15
年度

平成16
年度

平成17
年度

平成18年
度

平成19年
度

平成20年
度

平成21年
度

平成22年
度

平成23年
度

平成24年
度

平成25年
度

平成26年
度

平成27年
度

平成28年
度

平成29年
度

平成30年
度

令和元年
度

令和２
年度

令和３
年度

令和４
年度

令和５
年度

令和６
年度

合計

　1 認定結果 162 269 326 306 400 4,252 3,952 4,356 3,218 3,898 7,797 9,066 8,179 3,663 3,208 3,525 6,160 7,376 9,243 8,672 9,400 8,978 8,315 5,182 120,215

　2 認定後の変
化

140 135 130 184 136 551 496 487 808 1,033 961 1,384 966 236 265 187 140 315 646 1,109 1,404 1,273 1,094 1,050 15,316

　3 保険料 2,070 1,525 2,046 1,546 1,491 8,009 9,085 10,945 6,350 6,525 5,806 7,776 7,514 7,381 7,520 6,309 7,031 8,390 8,521 8,272 8,680 7,393 7,317 7,704 158,894

4 介護保険サー
ビス

881 1,034 1,274 1,772 1,986 4,154 8,128 7,764 10,330 8,958 7,008 4,454 9,379 7,802 12,890 7,782 11,455 13,874 16,254 16,747 20,759 22,524 24,247 21,427 244,013

 ５  非該当者のサー
ビス利用 123 194 127 791 1,256 404 409 274 326 349 125 61 31 54 45 44 58 54 132 149 92 191 317 73 5,765

　6 その他 559 475 325 1,392 1,880 2,979 2,971 3,743 3,377 3,156 3,508 5,119 2,269 4,365 5,786 10,104 11,989 14,678 15,732 13,585 15,840 14,508 13,084 10,406 162,405

計 3,935 3,632 4,228 5,991 7,149 20,349 25,041 27,569 24,409 23,919 25,205 27,860 28,338 23,501 29,714 27,951 36,833 44,687 50,528 48,534 56,175 54,867 54,374 45,842 706,608
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平成13
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年度
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年度

平成17

年度
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年度
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年度
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年度
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年度
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年度

平成24

年度
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年度
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年度

平成27

年度

平成28

年度

平成29

年度

平成30

年度

令和元

年度

令和２

年度

令和３

年度

令和４

年度

令和５

年度

令和６

年度

苦情割合

1 要介護認定 2 ｹ ｱ ﾌﾟ ﾗ ﾝ の内容等 ３ ｻｰﾋﾞｽ不足・ｻｰﾋﾞｽ内容等 4 利用者負担
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年度

令和４

年度
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年度

令和６

年度

問合せ･相談割合

1 認定結果 2 認定後の変化 3 保険料 4 介護保険サービス ５ 非該当者のサービス利用



(４) 令和６年度の苦情・相談等の区分別・月別状況

0

件数 ％ 件数 ％

59 28.0 5,182 11.3

7 3.3 1,050 2.3

11 5.2 7,704 16.8

36 17.1 21,427 46.7

98 46.4 73 0.2

211 100.0 10,406 22.7

45,842 100.0

計

区分別苦情件数の割合 区分別問合せ･相談件数の割合

　4 介護保険サービス

  5  非該当者のサービス利用

　6 その他

　3 保険料

計

区　　分

　1 要介護認定

　2 ｹ ｱ ﾌﾟ ﾗ ﾝ の 内 容 等

　3 ｻｰﾋﾞｽ不足・ｻｰﾋﾞｽ内容等

　4 利用者負担

　5 その他

区　　分

　1 認定結果

　2 認定後の変化

月

1 要介護認

定

28%

2 ｹ ｱ ﾌﾟ ﾗ ﾝ

の 内 容 等

3%

3 ｻｰﾋﾞｽ不

足・ｻｰﾋﾞｽ内

容等

5%

4 利用者負

担

17%

5 その他

47%

区分別苦情件数の割合

1 認定結果

11%
2 認定後の

変化

2%

3 保険料

17%

4 介護保険

サービス

47%

5  非該当者

のサービス利

用

0%

6 その他

23%

区分別問合せ･相談件数の割合
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２．市町への苦情・相談の内容 

※ 今回取り上げた事例は、苦情等案件を参考としておりますが、実際の事例と本文と

は直接関係ありません。

介護認定関係 

ケース 相談者 苦情・相談の内容 対 応 

１ 家 族 ●要介護認定の判定に対する苦情

利用者は要介護２で区分変更申請を

行ったところ、認定結果は要介護２で却

下となった。 

利用者から相談者への暴言もあること

から、対応に苦慮しているため、要介護２

では特養の申し込みもできずこのままの

状態が続いてしまうと精神的に追い込ま

れてしまう。 

そもそも、認定調査に実状が反映され

ていないようにも感じている。調査項目の

各チェックに疑問を感じる部分もある。し

っかりと認定してくれているのか。 

認定調査について疑問を感じて

おられる項目の確認を行い、チェッ

クを選択した理由その他、認定まで

の流れについて概要を説明。 

調査の際に聞き漏れや食い違い

を防ぐため相談者から伺った内容に

ついて認定調査員に情報共有を行

う。 

その他、相談者に許可を得た上

で関係機関（相談対応職員や包括・

生活保護担当など）と情報共有を行

い、措置入所・特例入所制度につい

て説明を行った。今後も相談があれ

ば関係機関と連携の上、対応にあ

たることとした。 

ケアマネジャー関係

ケース 相談者 苦情・相談の内容 対 応 

１ 家 族 ●ケアマネジャーへの不満

担当のケアマネの訪問がなく、ケアプ

ランや利用料金表もない。電話をしても

繋がらない。２年前に住宅改修をした際

も何ヵ月も放置され、電話をしたらようや

く手続きをしてくれた。 

本人の介護で家族も疲れており、ショ

ートステイの利用を３ヵ月前に依頼したの

に何も動いてくれない。 

介護保険課へ言う前に担当ケアマネ

へ苦情を言いたかったが、電話が繋がら

家族には介護保険課で相談のう

え、対応していくと伝え、その後の報

告は特に不要とのことで一旦終結し

た。 

再び家族から電話があり、包括支

援センターから連絡があり、新しい

ケアマネが決まったとのことであっ

た。 

旧担当ケアマネへは、電話が繋

がらない為、留守番電話に契約解

除する旨を残しておいたとのこと。 



ない為、介護保険課へ電話をした。 

ケアマネを変えるために包括にも相談

しており、とりあえず担当者の状況を伝え

たかった。 

２ サービス

事業所 

相談員 

●ケアマネジャーへの不満

当事業所の利用者について、令和６年

３月より利用中だが、担当ケアマネに、当

初ケアプラン（案）をもらったきりで、それ

以降連絡もまともに取れず、計画の見直

し、サービス担当者会議いずれも実施さ

れていないような状況であり困っている。 

本人が利用中のサービスは、デイサー

ビスのみであるが、上記の状況でもサー

ビス提供を継続してよいものか。 

 担当ケアマネに口頭指導を行うと

ともに、至急対応いただくように依

頼。常態性や悪質性が認められる

ようであれば、実地での指導も検討

すると伝えた。 

３ 事業所 ●ケアマネジャーへの不満

デイサービス事業所職員から利用者

の担当ケアマネが役割を果たしていない

と連絡あり。 

また、デイ体験利用の際は、担当ケア

マネが１か月ほど経っても動いてくれな

いため、デイと利用者家族が直接やりと

りをした。デイの送迎で訪問した際に、毎

朝の薬が飲めていないことに気づき、担

当ケアマネに相談、対応をお願いしてい

るが、動こうとしない。 

なお、サービス担当者会議は一度も開

かれていない。 

介護保険課内で情報共有して対

応を検討した結果、指導等になった

場合は、ケアマネに指導の内容を伝

えるため、誰が相談をしたか分かる

可能性があることを伝えた。 

ケアプラン点検の対象として居宅

介護支援事業所に書類提出を求め

た。 

４ その他 ●ケアマネジャーへの不満

本人（入院中）の娘が担当ケアマネに

対して激怒しているという内容。怒りの原

因は①連絡しても返事があるのが3、4日

後②ケアプランの変更をお願いしている

のに動いてくれないの2点である。 

娘は居宅介護支援事業所の指定をし

ている市にも責任があると言い、市がど

のように対応するのか報告してほしい。

市の対応の内容によっては直接市に行く

病院相談員へ電話で「まずケアマ

ネに内容を確認し、内容によっては

口頭指導を行う。口頭指導で改善さ

れない場合は事業所調査等の次の

対応を考える」と伝えた。 

担当ケアマネに状況を確認。ケア

プランの変更については診断書入

手に時間がかかっていたとのこと。

市からは、利用者や家族への返事

については、その日中に返事はして



と話しており、とりあえず市から病院相談

員へ今後の対応について連絡し、病院相

談員から娘へ連絡することとなる。 

もらうこと、返事が遅くなる場合でも

その旨を伝えることを口頭で指導を

行った。 

５ 家 族 ●ケアマネジャーへの不満

娘からケアマネへの苦情相談。変更申

請後に受診する（主治医意見書を依頼す

る）病院を変更したが、ケアマネが介護

保険課への連絡をしなかった。 

ショートステイを利用したいが、調整を

してもらえない。デイサービスの職員か

ら、ショートステイ利用と聞いたが、ケア

マネからは何も聞いておらず確認する

と、対象者を間違えていた。 

ケアマネとなかなか連絡が取れない

（木曜日に連絡すると、月曜日に返事が

ある）。 

限度額がオーバーするため、医療保

険で訪問看護を利用予定であり、介護保

険とは別で料金を支払って欲しいと言わ

れた（拒否したため支払っていない）。３

月に変更申請し、３月利用分から料金が

上がるがサービスを使えないのは、おか

しいのではないか。 

これから意見書を依頼するのであ

れば、認定結果がさらに遅くなるが

状況により、サービス利用可能であ

ることを説明し、ケアマネと相談して

欲しいと伝える。 

ケアマネへ確認したところ、意見

書の依頼先について、連絡していな

かったことを認める。 

娘から色々と訴えがあり、ケアマ

ネと娘とのコミュニケーション不足が

あると思われるため、きちんと説明

して欲しいと伝えた。 

６ 本 人 ●ケアマネジャーへの不満

住宅改修のため地域包括支援センタ

ーＡの職員Ａと工事業者が家に来て、手

すりを付ける相談を行った。その時の職

員Ａの態度が高圧的でハラスメントのよう

に感じた。 

また、手すりも近所の方で介護保険の

住宅改修を行った家にはたくさんついて

いるが、自分は１か所のみと言われたた

め不満を感じている。職員Ａ以外の職員

に担当してもらいたい。 

職員Ａより、本人に住宅改修は人

ごとに必要のある場所のみ行ってい

ることを説明。 

その後、本市職員Ｂが別室で聞き

取り。居宅事業所へ連絡をとり、居

宅支援事業所Ａで住宅改修を担当

してくれることが決定。 

本人、民生委員の希望で、名前

は出さなくてよいので、地域包括支

援センターＡへ職員の高圧的な態度

を改善するよう市から伝えてほしい

との要望を受け、担当係にて対応

済。 



居宅介護支援 

ケース 相談者 苦情・相談の内容 対 応 

１ 家 族 ●事業所との契約締結時に対する苦情

家族の介護サービス利用にあたり、居

宅介護支援事業所を探し、自宅での面談

となり、当日、事業主およびケアマネの訪

問を受けた。初対面でもあり、今後の話

等、説明に来られたと思いきや、いきなり

契約書を出され、半ば強引に勢いで契約

する流れとなってしまった。 

また、事業主・ケアマネの服装が派手

で相談者は不信感を抱かれた。 

なお、契約については後日、破棄され

た。 

相談者も「事実を伝えられただけ

で充分である。」と言われ、また居宅

介護支援事業者の指定・指導に関

する担当者に相談の内容を情報とし

て共有しておく旨を伝えたところ了

承された。 

通所介護 

ケース 相談者 苦情・相談の内容 対応 

１ 本 人 ●デイサービス利用中のトラブル

足のリハビリ目的でデイサービス A を

利用中に転倒され、その転倒が原因で

元々動いていた片足が悪くなったとのこ

と。転倒したときに誰も介助をしてくれな

かったため、自分で起き上がった。翌週

に病院 A と病院 B を受診され、どちらの

病院でも無理なリハビリが原因で片足が

動かなくなったと言われた。 

後日、施設と本人、家族と転倒に関す

る説明の場が設けられたが、施設側は

他の仕事が忙しかったという言い分しか

なく、謝罪は一切なかったため、本人、家

族とも謝罪が欲しい。 

ケアマネに確認したところ、デイサ

ービスは機能訓練であり、リハビリ

でないことを本人に理解してもらえ

なかった。 

また、転倒された際に、職員の介

助があったようだが、それだけでは

立ち上がれず本人も力をいれたた

め介助がないと感じたのかもしれな

いとのことだった。 

なお、ケアマネが間に入り、デイ

サービス A から本人に対する説明

が行われるため、説明会終了後の

状況により今後どうするかを決めら

れる。 

２ 知 人 ●事業所およびケアマネの対応

利用者はＡ市から転入され、デイサー

ビスを２ヶ所体験する。１ヶ所体験後、ケ

アマネより、「セクハラがあった。」と書い

課内で情報共有のうえ、県および国

保連には、連絡はさせていただくこ

とは伝える。 

今後、苦情などの相談先を聞かれ、



てあったものがポストに入っていた。 

デイサービス先に確認すると、女性職

員の手を握ったとのこと。責任者から、

「職員からは何かあれば怖い。」と言われ 

る。実際、この現場を見ていないので、言

われるままになるが、Ａ市でもデイサービ

スに２年近く通っていたが、セクハラをし

たと言われたことはない。 

デイに来てもらうのを断る理由として受

け止めるしかないが、責任者が言った発

言により、利用者の具合が悪くなった。 

また、男性の入浴は、ここでは入っても

らっていないと言われた。体験までに話

も聞きに行っているが、そのような話はな

かった。このような説明もしておいてほし

かった。Ｂ市はこのようなところなのか、

不安になり、利用者をデイサービスに行

かせる気にならなくなる。 

また、ケアマネの伝え方も、ポストに

「セクハラがあった」と走り書きのものを

入れていた。セクハラという表現も、ポス

トにいれておくのも、誰かにみられること

があるかもしれないため、対応に考慮に

欠けていると思われる。 

担当課、県管轄の施設等によって

は県に直接相談もできることを伝え

る。その際は、まず担当課にご連絡

いただくことをお伝えする。 

利用者負担関係 

ケース 相談者 苦情・相談の内容 対応 

１ 家 族 ●診療情報提供書の提出について

通所介護の入浴サービスの提供を受

ける際に医師の診断書（診療情報提供

書）の提出が必要であると言われた。 

なお、提供書の発行には８，０００円程

度の費用負担が必要であることから違法

運営ではないのか。 

通所介護の指定権者は県である

ことから県への確認を勧めた。 

 なお、厚生労働省のＱ＆Ａには、

医師の診断書が提出されないことを

もってサービス提供をしない正当な

理由とはならない旨が記載されてい

るため、仮に当該市の指定権者で

あればその回答を準用している。 



介護老人福祉施設 

ケース 相談者 苦情・相談の内容 対応 

１ 家 族 ●ケアマネの対応について

母親の特養への入所申し込みをした

が、施設の入所判定の結果、入所拒否さ

れた。理由はケアマネが書いた意見書が

悪いとのことだった。 

また、同居の家族が施設入所に反対し

ていると書かれたため、拒否されたと憤

慨され、電話でケアマネと言い争いにな

った。 

本人と家族に関わってきた地域

包括支援センターに連絡のうえ、意

見書を家族に提示することにより、

ケアマネへの誤解が溶けた。

なお、意見書は問題なく書けてい

たと認められ、ケアマネに謝罪の電

話を入れられた。 

地域密着型通所介護 

ケース 相談者 苦情・相談の内容 対応 

１ 家 族 ●施設への不満

① 施設の洗面所に海苔があり、衛生

面で不安である。 

② 昼食が提供されるが、最近みそ汁

の具が減ったのは契約違反ではない

か。 

① 施設に衛生面を徹底してもらう

ようにすると回答のうえ、事業所

に対応を依頼した。

② 契約書には昼食を○○円で提

供することは記載されている

が、昼食の内容までは記載され

ていないので契約違反ではない

ことを伝えた。

なお、施設に苦情内容は伝え

た。

その他 

ケース 相談者 苦情・相談の内容 対応 

１ 家 族 ●個人情報管理への不満

施設入所する際に契約書の記載の参

考に記載例を示されたが、その記載例は

他の入所者の契約書であったため、施設

での個人情報の管理が不安である。 

施設に事実確認のうえ、家族へ

の対応を指示および対応結果の報

告を求めた。 



２ 施設近

隣住民 

●施設への不満

施設近隣住民より、施設駐車場で毎日

長時間アイドリングしている車があり、騒

音と排気ガスが気になる。 

施設に事実確認したところ、施設

職員が昼休憩時に自家用車をアイ

ドリングした状況で使用していたこと

が分かったため、施設は近隣住民

に謝罪される。謝罪により近隣住民

は納得された。 

３ 本 人 ●介護保険料納付への不満

被保険者より、介護保険料を納付した

くない。来年度から年金からの特別徴収

の対象から除外して欲しい。 

介護保険料の仕組みを説明した

ところ納得された。 

４ その他 ●施設への不満

相談者はある施設への入所を考えて

いるが、近所の人がやたらと入所者の情

報を知っている、と親戚から聞き、不安に

思っているとのこと。 

（再問い合わせ） 

その後、前回相談後に市が事業者に

どういった対応をしたのかと聞かれる。相

談者の近所の人（施設勤務）が入所者の

話を第三者にしており、相談者の親族の

個人情報を、地域の人が知っている。施

設のリーダーが、入所者に対してひどい

言葉遣いをする、特定の職員が夜勤明

けの時は、利用者の転倒が多い等の話

を聞いたことがある。 

施設の本部に問い合わせたところ、対

応については行政に報告すると言ってい

た。こういった話はどこに言えば良いの

か。 

今回の話のみで、すぐに何らかの

対応をとるとは言えない。また県が

指定権者の施設の場合は、市が立

ち入れるものでもない。指導等をす

るにしても段階を経る必要があり、

指導に至ったとしても、その内容を

教えることもできない。必要であれ

ば、メディアを通じて公表すると説

明。 

（再問い合わせ対応） 

前回相談時にも説明したとおり、

市が事業者に対応をしたか否かの

内容等は個別に答えられないと説

明。 

また、施設に言った方が良いのか

との質問には、早期の改善を求める

のであれば、その方が良いと説明。 

なお、事業者から行政に報告が

あったかどうか等は答えられない。

事業者に対して何らかの対応を行っ

たとしても、その有無や内容を教え

ることはできない。 



３．国保連合会における苦情等の状況
（１）苦情等の受付状況

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計
１３年度 1 1
１４年度 2 1 1 1 5
１５年度 1 1 1 3
１６年度 1 1 1 3
１７年度 1 1 2
１８年度 1 1 1 3
１９年度 0
２０年度 0
２１年度 1 1
２２年度 1 1
２３年度 0
２４年度 1 1
２５年度 0
２６年度 0
２７年度 1 1
２８年度 1 1 2
２９年度 1 1
３０年度 1 1
元年度 0
２年度 0
３年度 0
４年度 0
５年度 0
６年度 0
１３年度 2 3 2 3 10
１４年度 3 2 2 2 2 5 5 2 3 3 5 34
１５年度 3 1 5 4 1 4 3 1 1 2 4 29
１６年度 2 1 2 2 4 3 5 1 1 1 2 24
１７年度 2 1 1 3 2 2 3 3 17
１８年度 2 1 4 2 3 2 1 2 1 2 20
１９年度 1 1 3 3 1 1 3 13
２０年度 2 3 2 1 1 2 1 1 3 2 18
２１年度 3 2 2 1 1 2 3 5 1 1 2 23
２２年度 2 3 1 1 4 2 1 3 17
２３年度 1 2 4 1 2 4 2 2 4 22
２４年度 2 1 2 3 2 1 1 5 5 22
２５年度 4 4 2 3 4 2 1 2 1 3 26
２６年度 1 2 2 2 2 1 2 3 3 3 3 2 26
２７年度 2 2 3 2 4 4 2 2 9 30
２８年度 3 1 2 2 4 2 4 2 2 3 25
２９年度 1 4 1 1 1 1 3 12
３０年度 3 2 5 5 2 4 3 3 1 2 2 4 36
元年度 0 2 2 2 4 1 2 2 1 1 3 1 21
２年度 0 1 2 3 2 2 1 4 1 0 0 2 18
３年度 1 2 0 0 4 1 2 4 3 4 5 1 27
４年度 1 0 1 2 4 3 0 1 1 2 2 4 21
５年度 4 0 2 1 4 1 0 3 3 3 2 1 24
６年度 2 1 5 3 2 1 3 4 0 2 1 3 27

（２）苦情等の申立者の状況

１３年度
１４年度
１５年度
１６年度
１７年度
１８年度
１９年度
２０年度
２１年度
２２年度
２３年度
２４年度
２５年度
２６年度
２７年度
２８年度
２９年度
３０年度
元年度
２年度
３年度
４年度
５年度
６年度
１３年度
１４年度
１５年度
１６年度
１７年度
１８年度
１９年度
２０年度
２１年度
２２年度
２３年度
２４年度
２５年度
２６年度
２７年度
２８年度
２９年度
３０年度
元年度
２年度
３年度
４年度
５年度
６年度

2 13 1

1

問い合わせ
相　　談

0

2 17 1 1
278 19

1 1 18

1

1 10

2 16 1

家　　族

0

1

9 20 2 5 36
12

2

1

1

6 1

225

305 24 1

14 1

26

1

0

16 1

6
131

1 2 22
1 12 3 3 7 26

15

2 18

2

4 5
6

4

2 13 3

5

4

2

2
3

3 12 54

2

0

1
1

1

事業者 その他ケアマネジャ

3

本　 　人

1 2
3

21

1
2

5

4

12

0
0

1

1

合　　計

3
2

1
5
3

3

13

23

34
29

1

0

0

10

1

2

17

18

24
17
20

1

0
0

1

12 2

20
1 1

3

10

18

0

苦　　情

1 1

27

25

苦　　情

問い合わせ
相　談

6 19 1 1

3 17 1

7

1

21

6 18 24
21



（３）令和６年度 苦情・相談の内容（滋賀県国民健康保険団体連合会)

契約関係 

申立人 

相談者 
内  容 対  応 

苦情・相

談の別 

家族 

１ 

●契約書の有無について

父親（８８歳）の介護を行っている息子さん

からの相談。 

昨年に他県から滋賀県に引越してきて父の

介護をしている。 

滋賀県に来るまではリハビリを行っていた

ので、こちらでもリハビリをお願いした。 

しかし、ケアマネは週５回をデイサービスに

し、デイケア（リハビリ）をいれてくれない。 

最初はリハビリの事業所がないのかと思っ

ていたが、父はリウマチを患っているので早く

リハビリをしてもらうようお願いしたが日曜日

のデイケアしかなく、時間も選べないようなとこ

ろを紹介された。

そのデイサービスは自分の所属している事

業所が運営しているところで、そこばかりいれ

てくるのは抱え込みで問題ではないかと思う。 

ケアマネに何度もリハビリをお願いすると、

「自分を通さなくてもよい。直接やってくれ。」と

逆上された。

なお、父は転倒したことがあり、大事にはい

たらなかったが連絡もなく心配もしてくれな

い。入院時のみ連絡することとなっていると言

われた。主治医とも連絡を取っていないよう

だ。 

また、ケアマネに連絡先を義兄から私に変

更するように伝えたのに忘れている。入浴日

の変更を事業所に伝えてほしいとお願いして

いたことを失念していたので、そのことを指摘

すると「自分は３０人抱えているので細かいこ

とまで覚えていない。」と言い返された。担当

者会議でもメモをとらないので忘れられても不

思議ではない。ケアマネへの不信感が募り管

理者に連絡したが対応がいい加減だった。 

ようやく今年の１２月に別のケアマネにな

り、リハビリにも行けるようになったが、１年以

上リハビリに行けていないため、父は歩けなく

なった。 

ただ、事業所とは契約書をかわしていなか

った。利用者との契約書は必要ではないの

か。説明書しかもらっていないのは問題では

ないのか。  

本会では契約書のことは分

からないので、市役所に相談さ

れることを勧めたところ納得さ

れた。 

相談 



家族 

２ 

●契約内容への不満について

通所、訪問介護を受けている

訪問介護サービスの家事支援を受けてお

り、週２回ヘルパーに来てもらっている。 

事業所のヘルパー３人をローテーションで

廻していて２人が退職され２月以降のサービ

スが難しくなった。ケアマネが１月に入院して

いた。娘である自分は別居しており、そのこと

が分かったのは２月中旬であった。

別の事業所を紹介してもらいたいがケアマ

ネとの日程がつかなかったため、事業所と連

絡がとれたのが２月下旬となった。

その間に事業所が父に直接契約書を書か

せていた。介護保険適用外の自費を含めた契

約であった。 

父の心身状況では判断ができないのに勝

手に契約させていた。キーパーソンは自分な

ので契約書の内容を事前に説明してほしい。 

また、このような契約や手続きの仕方を行

っている事業所はどうかと思う。 

市役所にも伝えたが、契約の内容について

は指導できないと言われた。国保連ではどう

なのか。

国保連では介護サービス内

容に対する苦情はお受けする

が、契約内容や手続きについ

ては受け付けられない旨を説

明した。 

また、事業所と話し合われる

旨を勧め、滋賀県適正化運営

委員会を紹介したところ了承さ

れた。  

苦情 

居宅介護専門員 

申立人 

相談者 
内  容 対  応 

苦情・相

談の別 

家族 

１ 

●ケアマネの対応について

ケアマネジャーの態度について、聴いて欲

しいと県外在住の息子さんからの相談。 

以前は、自宅で両親が暮らしていて、書類

のサインは父がしていた。今は、父は施設に

入っているので、母がしている。介護サービス

は、訪問介護、訪問看護、訪問リハを使って

いる。母は、８８歳で要介護４。 

なお、要介護認定の期間が令和６年で満了

となることから、更新手続きをケアマネジャー

がしてくれた。 

母は介護サービスを受けるため、介護タク

シーで送迎途中に、意識がもうろうとしている

のを運転手が気づき病院に緊急搬送となり、

入院することとなった。その後、別の病院に転

院してリハビリを受けている。

ところが、ケアマネジャーは母が病院に入

院したことを知って、自分には関係ないため、

更新手続きを取り下げてしまった。 

在宅と施設の経費を比較すると在宅が施設

を上回っているので、施設を検討している。 

施設の見学に行った時に、介護の資格を問わ

ケアマネジャーを変えるに

は、居宅介護支援事業所の許

認可をしている市町に相談いた

だく方がいいため、認可してい

る市の介護保険課を紹介した。 

本会では、サービスの質の

向上に関する苦情を受け付け

ている旨を伝えた。 

ケアマネジャーには、息子さ

んに情報を伝えていただくよう

お願いした。 

市役所から息子さんに電話

をされ、確認内容を伝えたとこ

ろ納得された。 

相談 



れたので、気になり妻が市に更新手続きが出

来ているかを確認して、ケアマネジャーが取り

下げたことを知った。 

ケアマネジャーを変えたい。ケアマネジャー

には、以前から自分がキーパーソンであるの

で、何かあったら電話をしてきてほしいとお願

いしているが、連絡はせずに連絡をしてこいと

いう。現在では、言った言わないがあると困る

ので、メールでのやり取りをしている。どこに

相談したらいいか教えてほしい。 

家族 

２ 

●ケアマネの対応について

要介護３でベッドを借りており、ベッドを変

えたいがケアマネジャーと連絡がとれない。 

 令和４年８月に会って以来出会っていない。

月に一回は来ることになっているが来ない。 

ベッドを交換したいのでベッドの業者に聞いて

もらったが、最初に聞いた携帯電話に何度電

話しても電話にでないらしい。 

 ベッドの業者がケアマネジャーを変えたらと

言うので令和６年５月に変えてもらったが、以

前のケアマネジャーが引き継ぎや書類の手続

きをしてくれない。どうしたらいいのか。 

ケアマネジャー同士の引継ぎ

は本会では分からない。地域

包括支援センターか担当市へ

相談されるよう勧め、担当市の

介護保険課を紹介した。 

相談 

家族 

３ 

●ケアマネの対応について

ケアマネジャーがサービス計画書を毎月持

ってこないと言って、父親（要介護２）の娘さん

からの相談。 

父は、週４回デイサービスに通っている。２

か所の事業所を利用していて、内一つはケア

マネジャーがいる事業所。２月までは、毎月サ

ービス計画書を持ってケアマネジャーが来て

いたが、最近来なくなった。病気でもされてい

るのかと心配していたが、６月下旬に謝罪の

電話があった。病気ではなく、事業所内の問

題(移転、事務長に就任したのでケアマネジャ

ーを変えようと考えている等)で行けず、サー

ビス計画書は手元にあると連絡があった。どう

するのかを聞くと、市には違法行為なので社

長と７月上旬に説明に行くと言っていた。７月

分のサービス計画書は、父親がデイに行った

時に預かって帰ってきた。知り合いから、国保

連合会に連絡した方がいいと言われて電話を

した。

市に連絡をする旨を伝えたとこ

ろ納得された。 

(請求データを確認したところケ

アマネ報酬は受取っていた)

介護支援専門員は、実施状況

の把握に当たり利用者及びそ

の家族に少なくとも１月に１回、

利用者の居宅を訪問し、利用

者に面接することとなってい

る。(運営基準より)

相談 

家族 

４ 

●ケアマネの対応について

デイサービスに通っている８９歳の父親と同

居している娘さんよりの相談。 

姉は嫁いでいて連絡がとれない。父親の介

護に対しては、姉とケアマネジャーと包括で三

個人情報に関わるのでケアマ

ネジャーは話さなかったと思え

る。包括に直接内容を確認され

ることを勧めた。

市の介護保険課担当者に確認

苦情 



者面談をしているが私には内容を教えてくれ

ない。父がデイサービスに行くとそこに知らな

い人が話をしてくるので怖いと帰ってきて私に

言う。ケアマネジャーが月に１回モニタリング

で訪問してくるので、ケアマネジャーに父に話

をしに来る人は誰かと聞いても教えてくれな

い。市の介護保険課に電話したら包括に伝え

ておくと言われた。ケアマネジャーは何故言っ

てくれないのか知りたい。 

したところ、市で既に支援をさ

れていた。 

家族 

５ 

●ケアマネとの付き合い方について

父親 ８７歳 要介護２ 県内在住

母親 ８５歳 介護認定なし、息子からみる

と認知症の疑いがある。 

ケアマネとの付き合い方に悩んでいる。

４年間父の介護でお世話になってきたが、話

がうまく伝わらない。手続きは私がしているの

に、同居している母をまるめこんでいて私の希

望を聞いてくれない。

私は施設入所を希望しており、母は私には

施設に入れたいと言うが、ケアマネにいい顔

をしているのか、それともうまく誘導されている

のか、結局は入所反対と言わされる。 

施設にすぐに入れるとは思っていないが、

それなら在宅サービスをもっと充実して欲しい

が聞いてくれない。ケアマネは話を最後まで

聞かない、話をすりかえるので要望を FAX で

伝えるようにしたが、一週間待っても返事がな

いので電話すると、そんな FAX は届いていな

いととぼける。我慢して根気強くこのケアマネ

と付き合うしかないのか。それともケアマネを

とばして施設に入ることはできないのか。      

ケアマネは１人であるため、変更してもらう

ことができない。どうすればいいのか。 

 他の居宅支援事業所に変更

できないか、地域包括センター

に相談することを勧めた。 

息子は別居で市外在住である

ことから、母は車もなく一人で

手続きできないことから、キー

パーソンは息子であることを説

明されることをおすすめしたとこ

ろ「変えてもいいのであれば、

早速相談します。」と納得され

た。 

なお、要介護２では施設入所で

きないことは伝えなかった。 

相談 

訪問看護 

申立人 

相談者 
内  容 対  応 

苦情・相

談の別 

本人 

１ 

●事業所の対応に不満がある

市内の「訪問看護ステーション」を利用され

ている。これまで夜間の連絡相談をしていた

が、９月中旬の深夜に気分が悪くなり電話連

絡したところ、同事業所管理者が「今後、深夜

に電話をしてくるな。」と一方的に拒否された。

これまでは夜間の連絡相談に応じてくれてい

たのに態度が急変した。 

なお、自身に「精神疾患」があることから救

急車を呼んだ。精神疾患者に対してそのよう

な応対をした事業所が許せない。 

対応中に本人より「介護保

険」を利用されているのではな

く。「医療保険」（社会保険）が

対象で訪問看護も「医療保険」

であると言われる。 

本会では「介護保険」に関す

る苦情は受け付けるが、「医療

保険」に関しては受け付けてい

ない。滋賀県の「医療安全相談

室」を紹介したところ納得され

た。  

苦情 



２ ●訪問看護をやめさせたい

母が利用している訪問看護ステーションの

看護師は高圧的で態度が悪い。母もプライド

を傷つけられ「もう受けたくない」と言ってい

る。看護師が来られた日は母が怒り血圧が上

がったりする。 

しばらくの間断りたいことを伝えると「何かあ

った時対応できない」と言われ、やめてくれな

い。訪問診療に医療機関の医師が毎週１回

来ているので、それでよいと思っている。訪問

看護まで必要ないと思う。母も嫌がっているの

で訪問看護をやめたい。 

また、緊急時の加算やターミナルケア加算

は医師と看護ステーションと両方で算定できる

のか。 

ケアマネと相談して訪看ステ

ーションを別の事業所にしても

らうか、完全にやめるかを相談

されてはどうか。また医師もま

じえて相談のうえ、緊急時の対

応等も相談されてはどうか。 

 介護報酬は決まった単位数

があるので、要件をみたしてい

れば算定できる。ターミナル加

算は医療か介護かどちらか一

方しか算定できないので医師

が算定すれば、訪看は不可で

あることを伝えた。 

相談 

通所リハビリテーション 

申立人 

相談者 
内  容 対  応 

苦情・相

談の別 

本人 

１ 

●事業所に謝罪してほしい

市内の事業所でリハビリを受けていてい

た。理学療法士でない人が行っているようだ。

皆に同じことをやらせている。 

その人に応じたリハビリになっていない。 

事業所の中で場所を移動する時に転倒し

た。リーダーが見て見ぬふりをし、別のスタッ

フが起こしに来てくれたが起こし方を知らない

人で起き上がれなかった。その時に足を痛め

たので事業所に行くのをやめ、別の事業所に

変えた。別の事業所では移動時の見守りもあ

る。足が痛むので理学療法士が在籍する病

院にも通っている。謝ってもらいたくて事業所

に言うと「忙しいので全員を見ていられなかっ

た」と言われそんなことが許されるのか。腹が

立ち医者に見せるためリハビリ内容を書いた

ものを求めたら、やったことのない体操が書か

れたコピーを渡された。対応が酷い。病院の

医師もリハビリが原因だと言う。足が痛く松葉

杖も買った。謝罪して欲しい。

事業所に確認したところ、利

用者への対応については、重

い疾患や精神疾患も持ってお

られる方でケアはしっかりやっ

ていた。ケアの内容も説明しな

がら行っていたとのことだった。 

 今回のことでケアの内容を書

面にして説明に伺ったが納得し

てもらえなかった。 

 ８月から再開するようなお話

だったが、別のところを利用さ

れることとなり、対応を打ち切っ

た。その後の対応がないという

ことで怒っておられる。今後は

利用者への丁寧な対応をお願

いした。 

苦情 

本人 

２ 

●事業所に謝罪してほしい

デイサービスを受けている。先週迎えの車

でいつも後部座席に乗っているのでその日も

後部に乗ろうとしたら、「助手席やと言うてるや

ろ。はよ乗れ」と大きな声で５、６回言われ腕を

つかまれた。力が強くあざが残った（写真も撮

った）。言い方も高圧的で酷い言い方だった。 

翌週もデイサービスを受けるつもりで待ってい

たのに迎えが来てくれない。電話をかけると

 事業所に確認したところ、引

っ張ってけがをさせた事実はな

く、後日あざを見せてもらった

が担当者が言う箇所と部位が

違った。セクハラで問題のある

方で他の事業所で断られうちに

来られた。機嫌よくされていた

が、他の利用者からも苦情が

あり女性と隣同志に座らせられ

苦情 



「今日は来られない日と聞いている。」と言わ

れ「そんなはずはない。」と言ったが謝罪もな

く、迎えも来てくれないので行けなかった。 こ

のようなことがあり事業所の社長に言うと、

「傷を見せてもらいたい。」と言われ昨日家に

こられた。話合いを行ったが、社長はそんなこ

と言ってない、していないといった言い訳をくり

返すのみで謝罪はない。さらには「貴方のとな

りに座るのがいやだと言っている利用者さん

がいる」などと悪口を言ってきたので腹がたっ

た。「弁護士に相談する。」と言うと、開きなお

ったように「どうぞ」という。結局折り合いがつ

かず帰ってもらった。知り合いの弁護士に相

談すると、あざ程度では保障額は低い。弁護

士費用の方が高くつくと言われた。市役所に

苦情を申し出たら連合会を紹介された。あざ

をつけた担当者にひとこと謝ってほしいだけだ

ったのに話が大きくなった。今後、他の利用者

にこのような思いをさせないように事業所に注

意して欲しい。 

ない。うまく言ってきたつもりだ

ったが、激高されたので他の利

用者からの苦情のことを言って

しまった。今後は気を付けると

述べられ、その後、事業所から

相談者に連絡されたところ、相

談者から「連合会からの指導が

あったせいか今回は穏やかに

話ができた。よかった。」との連

絡があった。 

福祉用具貸与 

申立人 

相談者 
内  容 対  応 

苦情・相

談の別 

家族 

１ 

●事業所への謝罪要求

福祉用具を貸与されている利用者の家族さ

んからで母親は７２才で、脳梗塞後遺症があ

り右半身に麻痺があり歩けない。福祉用具を

借りて１０年くらいになる。６年ほど交換されて

いなかったので交換しますと事業所が言ってく

れた。本人も交換してほしいと言ったので交換

することとなった。 

リバーシブルのマットレスを使っていて柔ら

かい面と硬い面がある。ベッドの硬さは起き上 

がりや車椅子への移乗に大切である。事業所

の提案で交換してくれたのは良かったが、同

じ面と同じ向きにするのが当たり前なのに誰

が見ても明らかに逆向きであった。どちら向き

で貸し出しているかは１０年も借りているの

で、把握しているはず。 

また、事業所は同じ向きにしたと言うが、そ

れが原因で寝たきりになってしまって困ってい

たところ、本人の身体に異常が出たことが分

かった。マットレスの表裏が違ったことで１週

間寝たきりになってしまった。 

なお、貸しているマットレスの表裏を間違う

ことはありえない。こっちの言い分は事業所が

間違って貸したことで１週間寝たきりになった

ことを言いたい。毎日お医者さんに来てもらっ

 連合会で取り扱う苦情処理の

流れを説明。重要事項説明書

に連合会と市役所の記載があ

り市にも電話すると言われたの

で、事前に市に連絡をしておく

ことを伝えて電話を切った。 息

子さんから市に苦情相談があ

り、県と調整して折り返し返事

をするとしていたが、その後、

事業所の担当者と上司が謝罪

に来られたことで納得された。 

苦情 



たり、毎日サービスに来てもらったりしている

状態。その原因がマットレスだった。柔らかい

面でどうやったら障害があるのに起き上がれ

るのか。普通に考えたら柔らかい面は沈み込

むので起きられないためずっと硬い面を使っ

ていた。サービスを提供しているなら貸してい

る側からしたら利用者の状態を把握している

のが当たり前。間違っていると言ったが認めな

かった。あくまで今まで使っていた面と向きは

同じように置いて帰りましたと言い張る。福祉

用具は、モニタリング、アセスメントをして貸出

しをしているはずなのだが、記録もいいかげん

で何年も放置している。そんな事業所はどうな

のか。 

貸したらそのままなのか。介護保険制度と

してどうなのか。本人の状態も分からないまま

でただ置いていっているだけなので、事業所

に苦情を言ったら「記録は前と同じようにセッ

ティングしました。」という。現状はそうなってい

ないと言っている。私達は勝手に触らないし、

謝罪に来て欲しいと言っているが納得いかな

いので連合会に電話した。

特別養護老人ホーム 

申立人 

相談者 
内  容 対  応 

苦情・相

談の別 

家族 

１ 

●施設から退所を迫られている

利用者７４歳 男性 要介護４でＡ市の特別

養護老人ホームに入所していたが、体調不良

でＡ市の総合病院に入院することとなった。父

は、７年前にアルコール認知症が発症し、３年

前から特別養護老人ホームに入居している。

父は、自営業をしていたが認知になり、後見

人(社会福祉士、法律関係者) を付けてもらい

通帳の管理や施設の支払い、母の生活費を

後見人に支払ってもらっている。 

母は、うつ病で自宅に一人で暮らしていて、

私は別に暮らしていたが、夜中に無言電話で

呼びだされ、自宅を見に行くことが多く、心配

なので今は一緒に暮らしている。  

通帳のお金も底をつき、現在は０円。利用

料も滞納している。後見人さんが、生活保護を

申請する計画をしてくれていて、まず、今の特

養を出てサ高住に移って、生活保護の申請を

すれば通るという計画を立ててくれた。 

Ａ市の特養を退去してＢ市のサ高住に空き

があるので入居後、Ｂ市で生活保護申請をす

る予定をしていたが、生活保護申請には、出

身世帯の収入を見られるので、私が出て行く

連合会では、サービスに係る

苦情をお聞きしているが、お金

に関することは対応出来ない

旨を伝えた。 

後見人に相談されることを勧

めた。 

相談 



か、父と母が離婚するかのどちらかしかないと

言われた。父の病名ではサ高住に入れない

ので、困っている。後見人に話をしてもらって

いて特養(本部) からは、「滞納分月２０万×３

か月分を一括支払うか、分割なら１２月までに

払えないなら出て行ってもらう。」と言われてい

る。どうしたらいいのか教えてほしい。 

家族 

２ 

●施設の対応に納得がいかない

特別養護老人ホームに入所中の利用者(父

親 ８３歳)の娘さんからの電話。 

父は、サービス付高齢者住宅に入っていた

が費用がかかるので、ケアマネの勧めで８月

上旬から特養に入所した。父は、以前リハビリ

に行く前にトイレで転倒した。脳出血の後遺症

で、右手と右足が麻痺しているが歩けなくはな

い。その他に「てんかん」を持っている。８月下

旬の早朝５時頃に巡回職員により、父がてん

かん発作を起こしているところを発見し、１時

間後に宿直の看護師から長女の私に連絡が

入った。この時父は、ガタガタしていて反応が

なかった。 

看護師から「病院に行った方がいいと思う

ので来てくれないか。」と言われた。父親が過

去に脳出血をしていることもあって「脳の異常

かもしれないのですぐ救急車呼んでくださ

い。」と言ったが、看護師は「それが私一人な

ので救急車呼んでも誰も行けないから家族さ

んがここまで来て呼んでほしい。かかりつけに

連れて行くなら８時半からしか開かないので待

ってほしい。どうするか判断してほしい。」と言

われた。 

「判断も何も白目向いているのなら脳の異

常かもしれないので救急車呼べませんか。」と

言ったら「私も脳だと思うけど来てくれないとだ

め。」と言われた。私もすぐに行けなかったの

で近くの母親に連絡したが朝早くなので家と

携帯に何回もかけたが出てくれない。出てくれ

たのが７時２０分ころで急いで特養に行った。

父は口も噛んでいるので血だらけで動かない

し白目を向いていた。 

母親が「救急車呼ばなあかん。」と言って初

めて呼ぶこととなった。８時半過ぎに病院に着

いて治療をしてもらったが、結局５日間、父は

目がさめなかった。ずっと白目を向いて酸素

が管理された状態が続いたが幸いにも一命

はとりとめ退院して元の施設に戻った。 

施設長さんも「悪かった」とは言っており、

「今後このようなことがないようにする。」とは

連合会としては施設に対し

て、苦情があったことを伝えさ

せていただき、今後このような

ことがないようにしていただくよ

う注意喚起をするしかない。施

設の対応に納得がいかない場

合は、弁護士を交えて施設と十

分に話し合っていただくしかな

いことをお伝えした。 

なお、相談内容については市

にも連絡のうえ情報共有をし

た。 

滋賀県医療福祉推進課にも

相談していて現在施設から事

故報告書を提出するよう依頼し

ていて施設に対する指導判断

は保留にしているとのこと。 

相談内容の情報共有をした。 

苦情 



言ってはいるが、こんなことが絶対ないとは言

えないし、預かってもらって平常に戻っている

ように見えるが施設からごめんなさいと言わ

れてそれだけでいいのか。 

市や県の指導が入って報告書の提出だけ

で終わりなのか。看護師さんも退職したら終

わりなのか。お年寄りはそんな扱いをされるの

かと思う。 

なかったことにされるのが嫌で、市の介護

保険課にも行った。そこから指導も入っている

らしいが、これで終わりかと思って連合会にも

苦情の窓口があると教えてもらったので電話

をした。 

家族 

３ 

●施設の対応に不満がある

母親が介護施設でデイサービスやショート

ステイを利用しており、認知症もある。

施設で補聴器をなくした。高価なものなので

施設で保障してもらえるか知りたい。 

本人は認知症もあるのでどこで落としたか

覚えていない。 他の人が拾ってどこかに隠し

たのかもしれない。 施設はもう少し探してみ

ると言っている。言いにくいことだが高価なも

のなので少しでも払ってほしい。 

 契約書を確認してもらったとこ

ろ、施設側に重大な過失があ

れば保障することが記載されて

いた。 

 補聴器を外した場合の置き場

所について確認したところ、 

置き場所は決めているがそこ

にはなかったため、決定的な施

設の過失が証明できないと難し

いことを伝えると本人の不注意

かもしれないので、もう少し探し

てもらい対応を考えると納得さ

れた。 

苦情 

介護老人保健施設 

申立人 

相談者 
内  容 対  応 

苦情・相

談の別 

家族 

１ 

●施設の対応に不満がある

老人保健施設に入所されている夫に対する

施設の対応について、妻から相談があった。  

夫は６２歳で、要介護３、左半身麻痺で１０

日前に老人保健施設に入所。 

施設の人から一人でトイレに行くよう言わ

れ、ベッドから車椅子に移乗し、トイレに行った 

際に、車椅子から転倒。車椅子でトイレの中

には入れない為、トイレに設置されている手す

りにつかまり便座まで移動しなければならな

い。左半身が麻痺しているため上手く手すり

につかまれず転倒してしまった。そのことにつ

いて夫から妻に連絡があり、病院で検査を受

けることを聞いたが、施設からは、何も連絡は

ない。 

このような事が無いように施設から見守り

はすると聞いていたのにそれもなかったことか

ら施設を信用できないが、苦情を言って施設

を追い出されたくはない。 

運営基準には、入所する要

介護者のサービスの適切な利

用、適切な処遇、安全の確保

が定められている。 

安全確保が出来ていないの

で施設に適切な対応をしていた

だくように言われるのは特に問 

題はないと思う旨を伝えたとこ

ろ納得された。 

苦情 



家族 

２ 

●褥瘡が出来た原因を知りたい

要介護５で８３歳利用者の家族から苦情の

電話があった。 

リハビリも上手く進まず介護認定を受けた

時は要介護３だったが、昨年の１０月に独居で

転倒骨折し、救急車で総合病院に搬送され入

院することとなった。そして今年の２月に病院

を退院して老人保健施設に移った。施設から

褥瘡があるのでイソジンで対応しますと連絡

があり、よろしくお願いしますと言った。 

また、病院にも受診し処置をしてもらってい

たはずなのに、４月上旬に特別養護老人ホー

ムに移ることとなり、そこで入所時のボディチ

ェックで臀部に５センチもある褥瘡が見つか

り、骨が見えるほどになっていた。私も見て驚

いた。ひどい褥瘡なので２日後に別の総合病

院の皮膚科を受診し、処置(皮膚切開、膿み

出し等)をしてもらったが感染の疑いも考えら

れるため１か月ほど入院することとなった。

なお、皮膚科の医師からは、「本人は食欲

がないため、栄養がとれていない。完全に治

る約束は出来ない」と言われた。退院後は特

養に戻り褥瘡の処置をしてもらっている。特養

では良くしてもらっているが、特に変化はなく

現状維持の状態。声を掛けても返事もしな

い。 

老健施設には「こんなひどい褥瘡は見たこ

とがない。どういう処置をしていたのか」と問い

合わせると文書で返答があった。内容は電話

で聴いたとおりだった。 

今更ということもあって、施設にどうこう言っ

てもしかたないと思っているが連合会には言

っておいた方がいいと知人に言われたので電

話をした。行政にも伝えてほしい。老健はリハ

ビリに特化している。リハビリをして家に帰す

所と思っていた。疑問が消えない。酷くなるま

でに言って欲しかった。 

 傾聴に努め、市にも苦情相談

があった旨の報告をさせていた

だくことを約束して電話を切っ

た。 

市には施設に対して指導等

があった際は、このような苦情

があったことを伝えて頂くように

お願いした。 

苦情 

有料老人ホーム 

申立人 

相談者 
内  容 対  応 

苦情・相

談の別 

家族 

１ 

●施設の対応に不満がある

有料老人ホームに入所中に転倒して大腿

骨を骨折された入所者の息子さんからの苦

情。 

なお、母は、認知症があり要介護４。自分で

歩いていたが、２月上旬に介護中、床が濡れ

ていたため、滑って転倒して骨折して病院に

 転倒原因は、床が濡れていた

ことではあるが、起因がはっき

りしない。施設の責任とは言え 

ないところもあるので、施設と

の話合いを勧めた。 

苦情 



入院した。骨折は治ったが、その後食事が摂

れなくなって４月に亡くなった。転倒して骨折し

たのは、施設に責任があると思うので、指導し

てほしい。入所時に事故等があっても何も言

わないという書類にサインはしたが転倒して

骨折したのは施設に責任があるので指導して

欲しい。 

介護保険制度 

申立人 

相談者 
内  容 対  応 

苦情・相

談の別 

家族 

１ 

●入居費用および保険料が上がる理由を知

りたい

施設入居者の娘さんから特別養護老人ホ

ームに支払う入居費用や介護保険料等の値

上げに納得できないとのことであった。 

父を特養に預かってもらっている。２、３日前

に施設に行って入居費用が上がったと言われ

た。今までは、施設の支払いは４～５万だった

のに８万以上になった。 

また、保険料も上がると言われた。財産が

あるからと言われたが何故施設の人が知って

いるのか？何故値上げされたのかを知りた

い。 

介護保険料等制度に関する

疑問を思われていたため、市

の介護保険担当課を紹介し

た。 

相談 



Ⅵ．苦情処理に関する法律及び省令等 



苦情処理に関する法律及び省令等 

介護保険法 

滋 賀 県 

第２４条（帳簿書類の提示等） 

 厚生労働大臣又は都道府県知事は、介護給付等（居宅介護住宅改修費の支給及び介護予防住宅改 

修費の支給を除く。次項及び第 208 条において同じ。）に関して必要があると認めるときは、居宅 

サービス等を行った者又はこれを使用する者に対し、その行った居宅サービス等に関し、報告若し

くは当該居宅サービス等の提供の記録、帳簿書類その他の物件の提示を命じ、又は当該職員に質問

させることができる。

２．３．４（省略）

市 町 村 

第２３条（文書の提出等） 

 市町村は、保険給付に関して必要があると認めるときは、当該保険給付を受ける者若しくは当該 

保険給付に係る居宅サービス等（居宅サービス（これに相当するサービスを含む。）、地域密着型サ 

ービス（これに相当するサービスを含む。）、居宅介護支援（これに相当するサービスを含む。）、施 

設サービス、介護予防サービス（これに相当するサービスを含む。）、地域密着型介護予防サービス 

（これに相当するサービスを含む。）若しくは介護予防支援（これに相当するサービスを含む。）を 

いう。以下同じ。）を担当する者若しくは保険給付に係る第 45 条第 1項に規定する住宅改修を行う 

者又はこれらの者であった者（第 24 条の 2 第 1項第 1 号において「照会等対象者」という。）に対 

し、文書その他の物件の提出若しくは提示を求め、若しくは依頼し、又は当該職員に質問若しくは 

照会をさせることができる。 

国民健康保険団体連合会 

第１７６条（連合会の業務） 

連合会は、国民健康保険法の規定による業務のほか、次に掲げる業務を行う。 

一、二 （省略） 

三 指定居宅サービス、指定地域密着型サービス、指定居宅介護支援、指定施設サービス等、指 

定介護予防サービス、指定地域密着型介護予防サービス及び指定介護予防支援の質の向上に関 

する調査並びに指定居宅サービス事業者、指定地域密着型サービス事業者、指定居宅介護支援 

事業者、介護保険施設、指定介護予防サービス事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業 

者及び指定介護予防支援事業者に対する必要な指導及び助言 

２ （省略） 

◆居宅サービス

（訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所介護、 

通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護、特定施設入居者生活介護、福祉 

用具貸与、特定福祉用具販売） 

〔指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準〕 

（平成 11 年 3 月 31 日 厚生省令第 37 号,今回改正：令和 6年 1月 25 日 厚生労働省令第 16 号） 

第３６条（苦情処理） 

 指定訪問介護事業者は、提供した指定訪問介護に係る利用者及びその家族からの苦情に迅速かつ 

適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じなければな 

らない。 

２ 指定訪問介護事業者は、前項の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録しなけれ 

ばならない。 

３ 指定訪問介護事業者は、提供した指定訪問介護に関し、法第 23条の規定により市町村が行う 

文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該市町村の職員からの質問若しくは照会に 

応じ、及び利用者からの苦情に関して市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又 



は助言を受けた場合においては、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。 

４ 指定訪問介護事業者は、市町村からの求めがあった場合には、前項の改善の内容を市町村に報 

告しなければならない。 

５ 指定訪問介護事業者は、提供した指定訪問介護に係る利用者からの苦情に関して国民健康保険 

団体連合会（国民健康保険法（昭和 33年法律第 192 号）第 45 条第 5項に規定する国民健康保険 

団体連合会をいう。以下同じ。）が行う法第 176 条第 1項第三号の調査に協力するとともに、国 

民健康保険団体連合会から同号の指導又は助言を受けた場合においては、当該指導又は助言に従 

って必要な改善を行わなければならない。 

６ 指定訪問介護事業者は、国民健康保険団体連合会からの求めがあった場合には、前項の改善の 

内容を国民健康保険団体連合会に報告しなければならない。 

◆介護予防サービス

（介護予防訪問入浴介護、介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防居宅療 

養管理指導、介護予防通所リハビリテーション、介護予防短期入所生活介護、介護予防短期入所療 

養介護、介護予防特定施設入居者生活介護、介護予防福祉用具貸与、特定介護予防福祉用具販売） 

〔指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護 

予防のための効果的な支援の方法に関する基準〕 

（平成 18 年 3 月 14 日 厚生労働省令第 35 号,今回改正：令和 6 年 1月 25 日 厚生労働省令第 16 号） 

第５３条の８（苦情処理） 

 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、提供した指定介護予防訪問入浴介護に係る利用者及びその 

家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必 

要な措置を講じなければならない。 

２ 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、前項の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を 

記録しなければならない。 

３ 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、提供した指定介護予防訪問入浴介護に関し、法第 23条の 

規定により市町村が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該市町村の職員から 

の質問若しくは照会に応じ、及び利用者からの苦情に関して市町村が行う調査に協力するととも 

に、市町村から指導又は助言を受けた場合においては、当該指導又は助言に従って必要な改善を 

行わなければならない。 

４ 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、市町村からの求めがあった場合には、前項の改善の内容 

を市町村に報告しなければならない。 

５ 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、提供した指定介護予防訪問入浴介護に係る利用者からの 

苦情に関して国民健康保険団体連合会（国民健康保険法（昭和 33 年法律第 192 号）第 45 条第 5 

項に規定する国民健康保険団体連合会をいう。以下同じ。）が行う法第 176 条第 1項第三号の調 

査に協力するとともに、国民健康保険団体連合会から同号の指導又は助言を受けた場合において 

は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。 

６ 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、国民健康保険団体連合会からの求めがあった場合には、 

前項の改善の内容を国民健康保険団体連合会に報告しなければならない。 

〔指定居宅サービス等及び指定介護予防サービス等に関する基準について〕 

（平成 11 年 9 月 17 日・老企第 25 号,今回改正:令和 6 年 3月 15 日 老高発 0315 第 1 号、 

老認発 0315 第 1 号、老老発 0315 第 1 号）の「第４ 介護予防サービス」〔抄〕 

第三のÜの３（２８）苦情処理 

① 居宅基準第 36条第 1項にいう「必要な措置」とは、具体的には、相談窓口、苦情処理の体制

及び手順等当該事業所における苦情を処理するために講ずる措置の概要について明らかにし、利

用申込者又はその家族にサービスの内容を説明する文書に苦情に対する措置の概要についても

併せて記載するとともに、事業所に掲示し、かつ、ウェブサイトに掲載すること等である。



なお、ウェブサイトへの掲載に関する取扱いは第三の一の３の(24)の①に準ずるものとする。 

② 同条第 2 項は、利用者及びその家族からの苦情に対し、指定訪問介護事業者が組織として迅速

かつ適切に対応するため、当該苦情（指定訪問介護事業者が提供したサービスとは関係のないも

のを除く。）の受付日、その内容等を記録することを義務づけたものである。

また、指定訪問介護事業者は、苦情がサービスの質の向上を図る上での重要な情報であるとの 

認識に立ち、苦情の内容を踏まえ、サービスの質の向上に向けた取組を自ら行うべきである。 

なお、居宅基準第 39条第 2項の規定に基づき、苦情の内容等の記録は、２年間保存しなけれ 

ばならない。 

③ 同条第 3 項は、介護保険法上、苦情処理に関する業務を行うことが位置付けられている国民健

康保険団体連合会のみならず、住民に最も身近な行政庁であり、かつ、保険者である市町村が、

サービスに関する苦情に対応する必要が生ずることから、市町村についても国民健康保険団体連

合会と同様に、指定訪問介護事業者に対する苦情に関する調査や指導、助言を行えることを運営

基準上、明確にしたものである。

◆地域密着型サービス

（定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、地域密着型通所介護、認知症対応型 

通所介護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活 

介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、看護小規模多機能型居宅介護） 

〔指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準〕 

（平成 18 年 3 月 14 日 厚生労働省令第 34 号,今回改正：令和 6 年 1月 25 日 厚生労働省令第 16 号） 

第３条の３６（苦情処理） 

 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、提供した指定定期巡回・随時対応型訪問介護 

看護に係る利用者及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるた 

めの窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならない。 

２ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、前項の苦情を受け付けた場合には、当該苦 

情の内容等を記録しなければならない。 

３ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、提供した指定定期巡回・随時対応型訪問介 

護看護に関し、法第 23 条の規定により市町村が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め 

又は当該市町村の職員からの質問若しくは照会に応じ、及び利用者からの苦情に関して市町村が 

行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合においては、当該指導又は 

助言に従って必要な改善を行わなければならない。 

４ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、市町村からの求めがあった場合には、前項 

の改善の内容を市町村に報告しなければならない。 

５ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、提供した指定定期巡回・随時対応型訪問介 

護看護に係る利用者からの苦情に関して国民健康保険団体連合会（国民健康保険法（昭和 33 年法 

律第 192 号）第 45条第 5項に規定する国民健康保険団体連合会をいう。以下同じ。）が行う法第 

176 条第 1項第三号の調査に協力するとともに、国民健康保険団体連合会から同号の指導又は助言 

を受けた場合においては、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。 

６ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、国民健康保険団体連合会からの求めがあっ 

た場合には、前項の改善の内容を国民健康保険団体連合会に報告しなければならない。 

◇地域密着型（介護予防）サービス

（介護予防認知症対応型通所介護、介護予防小規模多機能型居宅介護、介護予防認知症対応型共同 

生活介護） 

〔指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防 

サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準〕

（平成 18 年 3 月 14 日 厚生労働省令第 36 号,今回改正：令和 6 年 1月 25 日 厚生労働省令第 16 号） 



第３６条（苦情処理） 

 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、提供した指定介護予防認知症対応型通所介護に係 

る利用者及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口 

を設置する等の必要な措置を講じなければならない。 

２ 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、前項の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の 

内容等を記録しなければならない。 

３ 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、提供した指定介護予防認知症対応型通所介護に 

関し、法第 23条の規定により市町村が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該

市町村の職員からの質問若しくは照会に応じ、及び利用者からの苦情に関して市町村が行う調査

に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合においては、当該指導又は助言に従

って必要な改善を行わなければならない。 

４ 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、市町村からの求めがあった場合には、前項の改 

善の内容を市町村に報告しなければならない。 

５ 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、提供した指定介護予防認知症対応型通所介護に 

係る利用者からの苦情に関して国民健康保険団体連合会（国民健康保険法（昭和 33年法律第 192 

号）第 45条第 5 項に規定する国民健康保険団体連合会をいう。以下同じ。）が行う法第 176 条第 

1 項第三号の調査に協力するとともに、国民健康保険団体連合会から同号の指導又は助言を受け 

た場合においては、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。 

６ 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、国民健康保険団体連合会からの求めがあった場 

合には、前項の改善の内容を国民健康保険団体連合会に報告しなければならない。 

〔指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービスに関する基準について〕 

（平成 18 年 3 月 31 日・老計発第 0331004 号・老振発第 0331004 号・老老発第 0331017 号, 

今回改正：令和 6 年 3 月 15 日 老高発 0315 第 1 号、老認発 0315 第 1 号、老老発 0315 第 1 号）

の「第１・第２・第３ 

第三のÜの４（２８）苦情処理 

① 基準第三条の三十六第 1項にいう「必要な措置」とは、具体的には、相談窓口、苦情処理の

体制及び手順等当該事業所における苦情を処理するために講ずる措置の概要について明らか

にし、利用申込者又はその家族にサービスの内容を説明する文書に苦情に対する対応の内容に

ついても併せて記載するとともに、事業所に掲示し、かつ、ウェブサイトに掲載すること等で

ある。

なお、ウェブサイトへの掲載に関する取扱いは、第三の一の４の(25)の①に準ずるものと 

する。 

② 同条第 2 項は、利用者及びその家族からの苦情に対し、指定定期巡回・随時対応型訪問介護

看護事業者が組織として迅速かつ適切に対応するため、当該苦情（指定定期巡回・随時対応型

訪問介護看護事業者が提供したサービスとは関係のないものを除く。）の受付日、その内容等

を記録することを義務づけたものである。

 また、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、苦情がサービスの質の向上を図る 

上での重要な情報であるとの認識に立ち、苦情の内容を踏まえ、サービスの質の向上に向けた 

取組を行うことが必要である。 

 なお、基準第 3条の 40条第 2 項の規定に基づき、苦情の内容等の記録は、２年間保存しなけ 

ればならない。 

③ 同条第 3項は、介護保険法上、苦情処理に関する業務を行うことが位置付けられている国民

健康保険団体連合会のみならず、住民に最も身近な行政庁であり、かつ、保険者である市町村

が、サービスに関する苦情に対応する必要が生ずることから、市町村についても国民健康保険

団体連合会と同様に、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者に対する苦情に関する調

査や指導、助言を行えることを運営基準上、明確にしたものである。



◆居宅介護支援

〔指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準〕 

（平成 11 年 3 月 31 日 厚生省令第 38 号，今回改正：令和 6年 1月 25 日 厚生労働省令第 16 号） 

第２６条（苦情処理） 

 指定居宅介護支援事業者は、自ら提供した指定居宅介護支援又は自らが居宅サービス計画に位置 

付けた指定居宅サービス等（第 6項において「指定居宅介護支援等」という。）に対する利用者及 

びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応しなければならない。 

２ 指定居宅介護支援事業者は、前項の苦情を受け付けた場合は、当該苦情の内容等を記録しなけ 

ればならない。 

３ 指定居宅介護支援事業者は、自ら提供した指定居宅介護支援に関し、法第 23 条の規定により 

市町村が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該市町村の職員からの質問若 

しくは照会に応じ、及び利用者からの苦情に関して市町村が行う調査に協力するとともに、市町 

村から指導又は助言を受けた場合においては、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなけ 

ればならない。 

４ 指定居宅介護支援事業者は、市町村からの求めがあった場合には、前項の改善の内容を市町村 

に報告しなければならない。 

５ 指定居宅介護支援事業者は、自らが居宅サービス計画に位置付けた法第 41条第 1 項に規定す 

る指定居宅サービス又は法第 42 条の 2第 1項に規定する指定地域密着型サービスに対する苦情 

の国民健康保険団体連合会への申立てに関して、利用者に対し必要な援助を行わなければならな 

い。 

６ 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援等に対する利用者からの苦情に関して国民健康 

保険団体連合会が行う法第 176 条第 1 項第三号の調査に協力するとともに、自ら提供した指定居 

宅介護支援に関して国民健康保険団体連合会から同号の指導又は助言を受けた場合においては、 

当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。 

７ 指定居宅介護支援事業者は、国民健康保険団体連合会からの求めがあった場合には、前項の改 

善の内容を国民健康保険団体連合会に報告しなければならない。 

〔指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準について〕 

（平成 11 年 7 月 29 日・老企第 22 号,今回改正:令和 6 年 3月 15 日 老高発 0315 第 1 号・老認発 

0315 第 1 号・老老発 0315 第 1 号） 

第二の３の（２1）苦情処理 

① 基準第 26 条第 1項は、利用者の保護及び適切かつ円滑な指定居宅介護支援、指定居宅サー

ビス等の利用に資するため、自ら提供した指定居宅介護支援又は自らが居宅サービス計画に位

置付けた指定居宅サービス等に対する利用者及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応

しなければならないこととしたものである。具体的には、指定居宅介護支援等についての苦情

の場合には、当該事業者は、利用者又はその家族、指定居宅サービス事業者等から事情を聞き、

苦情に係る問題点を把握の上、対応策を検討し必要に応じて利用者に説明しなければならない

ものである。

 なお、介護保険法第 23条の規定に基づき、市町村から居宅サービス計画の提出を求められ 

た場合には、基準第 26条第 3 項の規定に基づいて、その求めに応じなければならないもので 

ある。 

② 同条第 2項は、苦情に対し指定居宅介護支援事業者が組織として迅速かつ適切に対応するた

め、当該苦情（指定居宅介護支援事業者が提供したサービスとは関係のないものを除く。）の

内容等を記録することを義務づけたものである。

 また、指定居宅介護支援事業者は、苦情がサービスの質の向上を図る上での重要な情報であ 

るとの認識に立ち、苦情の内容を踏まえ、サービスの質の向上に向けた取組を自ら行うべきで 

ある。 

なお、基準第 29条第 2項の規定に基づき、苦情の内容等の記録は、２年間保存しなければ 



ならない。 

③ 同条第 3項は、介護保険法上、苦情処理に関する業務を行うことが位置付けられている国民

健康保険団体連合会のみならず、住民に最も身近な行政庁である市町村が、一次的には居宅サ

ービス等に関する苦情に対応することが多くなることと考えられることから、市町村について

も国民健康保険団体連合会と同様に、指定居宅介護支援事業者に対する苦情に関する調査や指

導、助言を行えることを運営基準上、明確にしたものである。

④ なお、指定居宅介護支援事業者は、当該事業所における苦情を処理するために講ずる措置の

概要について明らかにし、相談窓ロの連絡先、苦情処理の体制及び手順等を利用申込者にサー

ビスの内容を説明する文書に記載するとともに、事業所に掲示し、かつ、ウェブサイトに掲載

するべきものである。

なお、ウェブサイトへの掲載に関する取扱いは、第二の３の(18)の①に準ずるものとする。 

◆介護予防支援

〔指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための 

効果的な支援の方法に関する基準〕 

（平成 18 年 3 月 14 日 厚生労働省令第 37 号,今回改正：令和 6 年 1月 25 日 厚生労働省令第 16 号） 

第２５条（苦情処理） 

 指定介護予防支援事業者は、自ら提供した指定介護予防支援又は自らが介護予防サービス計画に 

位置付けた指定介護予防サービス等（第 6項において「指定介護予防支援等」という。）に対する 

利用者及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応しなければならない。 

２ 指定介護予防支援事業者は、前項の苦情を受け付けた場合は、当該苦情の内容等を記録しなけ 

ればならない。 

３ 指定介護予防支援事業者は、自ら提供した指定介護予防支援に関し、法第 23 条の規定により 

市町村が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該市町村の職員からの質問若 

しくは照会に応じ、及び利用者からの苦情に関して市町村が行う調査に協力するとともに、市町 

村から指導又は助言を受けた場合においては、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなけ 

ればならない。 

４ 指定介護予防支援事業者は、市町村からの求めがあった場合には、前項の改善の内容を市町村 

に報告しなければならない。 

５ 指定介護予防支援事業者は、自らが介護予防サービス計画に位置付けた法第 53条第 1 項に規 

定する指定介護予防サービス又は法第 54 条の 2第 1項に規定する指定地域密着型介護予防サー 

ビスに対する苦情の国民健康保険団体連合会への申立てに関して、利用者に対し必要な援助を行 

わなければならない。 

６ 指定介護予防支援事業者は、指定介護予防支援等に対する利用者からの苦情に関して国民健康 

保険団体連合会が行う法第 176 条第 1 項第三号の調査に協力するとともに、自ら提供した指定介 

護予防支援に関して国民健康保険団体連合会から同号の指導又は助言を受けた場合においては、 

当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。 

７ 指定介護予防支援事業者は、国民健康保険団体連合会からの求めがあった場合には、前項の改 

善の内容を国民健康保険団体連合会に報告しなければならない。 

〔指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための 

効果的な支援の方法に関する基準について〕 

（平成 18 年 3 月 31 日・老振発第 0331003 号・老老発第 0331016 号,今回改正:令和 6 年 3 月 15 日 

老高発 0315 第 1 号・老認発 0315 第 1 号・老老発 0315 第 1 号） 

第二の３の（２1）苦情処理 

① 基準第 25 条第 1項は、利用者の保護及び適切かつ円滑な指定介護予防支援、指定介護予防

サービス等の利用に資するため、自ら提供した指定介護予防支援又は自らが介護予防サービス

計画に位置付けた指定介護予防サービス等に対する利用者及びその家族からの苦情に迅速か



つ適切に対応しなければならないこととしたものである。具体的には、指定介護予防支援等に 

ついての苦情の場合には、当該事業者は、利用者又はその家族、指定介護予防サービス事業者 

等から事情を聞き、苦情に係る問題点を把握の上、対応策を検討し必要に応じて利用者に説明 

しなければならないものである。 

 なお、介護保険法第 23条の規定に基づき、市町村から介護予防サービス計画の提出を求め 

られた場合には、基準第 25 条第 3項の規定に基づいて、その求めに応じなければならないも 

のである。 

② 同条第 2項は、苦情に対し指定介護予防支援事業者が組織として迅速かつ適切に対応するた

め、当該苦情（指定介護予防支援事業者が提供したサービスとは関係のないものを除く。）の

内容等を記録することを義務づけたものである。

 また、指定介護予防支援事業者は、苦情がサービスの質の向上を図る上での重要な情報であ 

るとの認識に立ち、苦情の内容を踏まえ、サービスの質の向上に向けた取組を自ら行うべきで 

ある。 

 なお、基準第 28条第 2項の規定に基づき、苦情の内容等の記録は、２年間保存しなければ 

ならない。 

③ 同条第 3項は、介護保険法上、苦情処理に関する業務を行うことが位置付けられている国民

健康保険団体連合会のみならず、住民に最も身近な行政庁である市町村が、一次的には介護予

防サービス等に関する苦情に対応することが多くなることと考えられることから、市町村につ

いても国民健康保険団体連合会と同様に、指定介護予防支援事業者に対する苦情に関する調査

や指導、助言を行えることを運営基準上、明確にしたものである。

④ なお、指定介護予防支援事業者は、当該事業所における苦情を処理するために講ずる措置の

概要について明らかにし、相談窓ロの連絡先、苦情処理の体制及び手順等を利用申込者にサー

ビスの内容を説明する文書に記載するとともに、事業所に掲示し、かつ、ウェブサイトに掲載

するべきものである。

なお、ウェブサイトへの掲載に関する取扱いは、第二の３の(17)の①に準ずるものとする。 

◆介護老人福祉施設

〔指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準〕 

（平成 11 年 3 月 31 日 厚生省令第 39 号, 今回改正：令和 6年 1月 25 日 厚生労働省令第 16 号） 

第３３条（苦情処理） 

 指定介護老人福祉施設は、その提供した指定介護福祉施設サービスに関する入所者及びその家族 

からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な 

措置を講じなければならない。 

２ 指定介護老人福祉施設は、前項の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録しなけ 

ればならない。 

３ 指定介護老人福祉施設は、提供した指定介護福祉施設サ－ビスに関し、法第 23条の規定によ 

る市町村が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該市町村の職員からの質問 

若しくは照会に応じ、入所者からの苦情に関して市町村が行う調査に協力するとともに、市町村 

から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならな 

い。 

４ 指定介護老人福祉施設は、市町村からの求めがあった場合には、前項の改善の内容を市町村に 

報告しなければならない。 

５ 指定介護老人福祉施設は、提供した指定介護福祉施設サービスに関する入所者からの苦情に関 

して国民健康保険団体連合会（国民健康保険法（昭和 33 年法律第 192 号）第 45条第 5項に規定 

する国民健康保険団体連合会をいう。以下同じ。）が行う法第 176 条第 1項第三号の規定による 

調査に協力するとともに、国民健康保険団体連合会から同号の規定による指導又は助言を受けた 

場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。 

６ 指定介護老人福祉施設は、国民健康保険団体連合会からの求めがあった場合には、前項の改善 

の内容を国民健康保険団体連合会に報告しなければならない。 



〔指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準について〕 

（平成 12 年 3 月 17 日・老企第 43 号, 今回改正:令和 6 年 3 月 15 日 老高発 0315 第 1 号・老認発 

0315 第 1 号・老老発 0315 第 1 号） 

第四の 3５ 苦情処理 

(1) 基準省令第 33 条第 1項にいう「必要な措置」とは、苦情を受け付けるための窓口を設置す

ることのほか、相談窓口、苦情処理の体制及び手順等当該施設における苦情を処理するために

講ずる措置の概要について明らかにし、これを入所者又はその家族にサービスの内容を説明す

る文書に記載するとともに、施設に掲示し、かつ、ウェブサイトに掲載すること等である。

なお、ウェブサイトへの掲載に関する取扱いは、第四の 32の(1)に準ずるものとする。 

(2) 同条第2項は、苦情に対し指定介護老人福祉施設が組織として迅速かつ適切に対応するため、

当該苦情（指定介護老人福祉施設が提供したサービスとは関係のないものを除く。）の受付日、

内容等を記録することを義務づけたものである。

また、指定介護老人福祉施設は、苦情がサービスの質の向上を図る上での重要な情報である 

との認識に立ち、苦情の内容を踏まえ、サービスの質の向上に向けた取組を自ら行うべきであ 

る。 

なお、基準省令第 37 条第 2項の規定に基づき、苦情の内容等の記録は、２年間保存しなけ 

ればならない。 

(3) 介護保険法上、苦情処理に関する業務を行うことがその業務として位置付けられている国民

健康保険団体連合会のみならず、住民に最も身近な行政庁であり、かつ、保険者である市町村

が、サービスに関する苦情に対応する必要が生ずることから、市町村についても国民健康保険

団体連合会と同様に、指定介護老人福祉施設に対する苦情に関する調査や指導、助言を行える

ことを運営基準上明確にしたものである。

◆ 介護老人保健施設

〔介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準〕 

（平成 11 年 3 月 31 日 厚生省令第 40 号, 今回改正：令和 6年 1月 25 日 厚生労働省令第 16 号） 

第３４条（苦情処理） 

 介護老人保健施設は、提供した介護保健施設サービスに関する入所者及びその家族からの苦情に 

迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じな 

ければならない。 

２ 介護老人保健施設は、前項の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録しなければ 

ならない。 

３ 介護老人保健施設は、提供した介護保健施設サービスに関し、法第 23条の規定による市町村 

が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該市町村の職員からの質問若しくは 

照会に応じ、入所者からの苦情に関して市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導 

又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。 

４ 介護老人保健施設は、市町村からの求めがあった場合には、前項の改善の内容を市町村に報告 

しなければならない。 

５ 介護老人保健施設は、提供した介護保健施設サービスに関する入所者からの苦情に関して国民 

健康保険団体連合会（国民健康保険法（昭和 33年法律第 192 号）第 45 条第 5項に規定する国民 

健康保険団体連合会をいう。以下同じ。）が行う法第 176 条第 1項第三号の規定による調査に協 

力するとともに、国民健康保険団体連合会から同号の規定による指導又は助言を受けた場合は、 

当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。 

６ 介護老人保健施設は、国民健康保険団体連合会からの求めがあった場合には、前項の改善の内 

容を国民健康保険団体連合会に報告しなければならない。 

〔介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準について〕 



（平成 12 年 3 月 17 日・老企第 44 号, 今回改正:令和 6 年 3 月 15 日 老高発 0315 第 1 号・老認発 

0315 第 1 号・老老発 0315 第 1 号） 

第四の 33 苦情処理 

(1) 基準省令第 34 条第 1項にいう「必要な措置」とは、苦情を受け付けるための窓口を設置す

ることのほか、相談窓口、苦情処理の体制及び手順等、当該施設における苦情を処理するため

に講ずる措置の概要について明らかにし、これを入所者又はその家族にサービスの内容を説明

する文書に記載するとともに、施設に掲示し、かつ、ウェブサイトに掲載すること等である。

なお、ウェブサイトの掲載に関する取扱いは、第四の 30 の(1)に準ずるものとする。 

(2) 同条第 2項は、苦情に対し介護老人保健施設が組織として迅速かつ適切に対応するため、当

該苦情（介護老人保健施設が提供したサービスとは関係のないものを除く。）の受付日、内容

等を記録することを義務づけたものである。

 また、介護老人保健施設は、苦情がサービスの質の向上を図る上での重要な情報であるとの 

認識に立ち、苦情の内容を踏まえ、サービスの質の向上に向けた取組を自ら行うべきである。 

   なお、基準省令第 38 条第 2項の規定に基づき、苦情の内容等の記録は、２年間保存しなけ 

ればならない。 

(3) 介護保険法上、苦情処理に関する業務を行うことが位置付けられている国民健康保険団体連

合会のみならず、住民に最も身近な行政庁であり、かつ、保険者である市町村が、介護保健施

設サービスに関する苦情に対応する必要が生ずることから、市町村についても国民健康保険団

体連合会と同様に、介護老人保健施設に対する苦情に関する調査や指導、助言を行えることを

明確にしたものである。

◆介護医療院

〔介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準〕 

（平成 30 年 1 月 18 日 厚生労働省令第 5号, 今回改正：令和 6 年 1月 25 日 厚生労働省令第 16 号） 

第３８条（苦情処理） 

 介護医療院は、提供した介護医療院サービスに関する入所者及びその家族からの苦情に迅速かつ 

適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じなければな 

らない。 

２ 介護医療院は、前項の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録しなければならな 

い。 

３ 介護医療院は、提供した介護医療院サービスに関し、法第 23条の規定による市町村が行う文書 

その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該市町村の職員からの質問若しくは照会に応じ、 

入所者からの苦情に関して市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受 

けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。 

４ 介護医療院は、市町村からの求めがあった場合には、前項の改善の内容を市町村に報告しなけ 

ればならない。 

５ 介護医療院は、提供した介護医療院サービスに関する入所者からの苦情に関して連合会（国民 

健康保険法（昭和 33年法律第 192 号）第 45 条第 5項に規定する国民健康保険団体連合会をいう。 

以下この項及び次項において同じ。）が行う法第 176 条第 1項第三号の規定による調査に協力す 

るとともに、連合会から同号の規定による指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従 

って必要な改善を行わなければならない。 

６ 介護医療院は、連合会からの求めがあった場合には、前項の改善の内容を連合会に報告しなけ 

ればならない。 

〔介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準について〕 

（平成 30 年 3 月 22 日・老老発 0322 第 1 号, 今回改正:令和 6年 3 月 15 日 老高発 0315 第 1 号・ 

老認発 0315 第 1 号・老老発 0315 第 1 号 ） 



第五の 33 苦情処理 

(1) 基準省令第 38 条第 1項にいう「必要な措置」とは、苦情を受け付けるための窓口を設置す

ることのほか、相談窓口、苦情処理の体制及び手順等、当該施設における苦情を処理するため

に講ずる措置の概要について明らかにし、これを入所者又はその家族にサービスの内容を説明

する文書に記載するとともに、施設に掲示し、かつ、ウェブサイトに掲載すること等である。

なお、ウェブサイトへの掲載に関する取扱いは、第五の 30の(1)に準ずるものとする。 

(2) 同条第 2項は、苦情に対し介護医療院が組織として迅速かつ適切に対応するため、当該苦情

（介護医療院が提供したサービスとは関係のないものを除く。）の受付日、内容等を記録する

ことを義務づけたものである。

 また、介護医療院は、苦情がサービスの質の向上を図る上での重要な情報であるとの認識に 

立ち、苦情の内容を踏まえ、サービスの質の向上に向けた取組を自ら行うべきである。 

 なお、基準省令第 42 条第 2項の規定に基づき、苦情の内容等の記録は、２年間保存しなけれ 

ばならない。 

(3) 介護保険法上、苦情処理に関する業務を行うことが位置付けられている国民健康保険団体連合

会のみならず、住民に最も身近な行政庁であり、かつ、保険者である市町村が、介護医療院サー

ビスに関する苦情に対応する必要が生ずることから、市町村についても国民健康保険団体連合会

と同様に、介護医療院に対する苦情に関する調査や指導、助言を行えることを明確にしたもので

ある。



Ⅶ．市町介護サービス苦情処理担当者研修会 

(講演録) 

日  時：令和８年１月２１日（水） 

１０時～  

開催形式：Ｗｅｂ形式(ＺＯＯＭ) 

講  演 

「ご家族からの苦情相談」 

  講  師  

臨床心理士  

(滋賀県国保連合会介護サービス苦情処理委員) 

高 橋 啓 子 氏
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